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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用時にエアロゾルの流れを生成するためのエアロゾル供給物品に用いられるレセプタ
クルセクションであって、
　当該レセプタクルセクションは、活性化可能要素が内部に取り付けられるよう構成され
ており、前記活性化可能要素が、活性化後に前記エアロゾルの流れの特性を変えるための
ものであり、
　当該レセプタクルセクションは、使用者により当該レセプタクルセクションに前記活性
化可能要素が取り付けられた後、使用時に当該レセプタクルセクションに取り付けられた
前記活性化可能要素を活性化するために前記活性化可能要素に力を加えるよう作動可能で
ある少なくとも一つの活性化要素を備えており、
　少なくとも一つの破壊用要素が、第１の位置と、前記第１の位置とは異なり、使用時に
当該レセプタクルセクションに取り付けられた前記活性化可能要素を活性化するための第
２の位置との間で移動可能であり、
　前記第１の位置から前記第２の位置への前記少なくとも一つの破壊用要素の移動によっ
て、使用時に当該レセプタクルセクションに取り付けられた前記活性化可能要素を活性化
するために前記力が加えられ、
　前記移動が、当該レセプタクルセクションの長手方向軸線と実質的に垂直な軸線に沿う
前記少なくとも一つの活性化要素の移動を含み、
　当該レセプタクルセクションは、前記活性化可能要素を収容するためのチャネルを画定
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し、
　前記少なくとも一つの活性化要素が、前記チャネルの少なくとも一部分に沿って延びる
弾性部材を備え、
　前記弾性部材が、前記第１の位置と前記第２の位置との間で湾曲するように動作可能で
あり、
　前記第２の位置において、前記弾性部材の少なくとも一部分が前記チャネル内に突出し
て、使用時に前記チャネルに収容された前記活性化可能要素を活性化するために前記力を
加えるようになっている、レセプタクルセクション。
【請求項２】
　前記第１の位置が、使用者による当該レセプタクルセクションへの前記活性化可能要素
の挿入を可能にするためのものである、請求項１に記載のレセプタクルセクション。
【請求項３】
　前記少なくとも一つの弾性部材の一端が当該レセプタクルセクションに対して移動しな
いようになっている、請求項１又は２に記載のレセプタクルセクション。
【請求項４】
　前記弾性部材が、該弾性部材から前記チャネルに向かって突出する内方突出部分を備え
、前記内方突出部分が、使用時に前記チャネルに収容された前記活性化可能要素と接して
、使用時に前記チャネルに収容された前記活性化可能要素を活性化するために前記力を加
えるためのものである、請求項１～３のいずれか一項に記載のレセプタクルセクション。
【請求項５】
　前記弾性部材が、前記弾性部材から、前記チャネルから離れる方向に突出する外方突出
部分を備え、前記外方突出部分が、当該レセプタクルセクションの操作要素と接するため
のものである、請求項１～４のいずれか一項に記載のレセプタクルセクション。
【請求項６】
　当該レセプタクルセクションは、前記少なくとも一つの弾性部材及び前記活性化可能要
素が収容されるハウジングを備え、
　前記操作要素が、前記ハウジングに摺動可能に取り付けられて、当該レセプタクルセク
ションの長手方向軸線と実質的に平行に前記ハウジングに対する前記操作要素の摺動を可
能とし、
　前記操作要素は、前記操作要素が前記弾性部材の前記外方突出部分から比較的離れた位
置に配置される第１の操作要素位置と、前記操作要素が前記弾性部材の前記外方突出部分
の方に比較的近い位置に配置される第２の操作要素位置との間で摺動するよう使用者によ
って操作可能であり、
　前記第１の操作要素位置から前記第２の操作要素位置への前記操作要素の摺動によって
、前記弾性部材が前記第１の位置から前記第２の位置に湾曲されて、使用時に前記チャネ
ルに収容された前記活性化可能要素を活性化するために前記力が加えられる、請求項５に
記載のレセプタクルセクション。
【請求項７】
　前記操作要素が、前記操作要素から前記弾性部材の方に突出する内方突出部分を備え、
前記操作要素が前記第２の操作要素位置にある場合に、前記操作要素の前記内方突出部分
が前記弾性部材の前記外方突出部分と長手方向において整列される、請求項６に記載のレ
セプタクルセクション。
【請求項８】
　当該レセプタクルセクションは、前記少なくとも一つの弾性部材が収容されており且つ
前記活性化可能要素が収容可能であるハウジングを備え、
　当該レセプタクルセクションは操作要素を備え、前記操作要素が、前記ハウジングに回
転可能に取り付けられて、当該レセプタクルセクションの長手方向軸線を中心にして前記
ハウジングに対して前記操作要素の回転を可能とし、前記操作要素が、第１の内径寸法部
と、より小さな第２の内径寸法部とを画定し、前記操作要素が、前記第１の内径寸法部が
前記弾性部材と回転方向において整列される第１の操作要素位置と、前記第２の内径寸法
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部が前記弾性部材と回転方向において整列される第２の操作要素位置との間で回転するよ
う使用者により操作可能であり、前記第１の操作要素位置から前記第２の操作要素位置へ
の前記操作要素の回転によって、前記弾性部材が前記第１の位置から前記第２の位置に湾
曲されて、使用時に前記チャネルに収容された前記活性化可能要素を活性化するために前
記力が加えられる、請求項１～４のいずれか一項に記載のレセプタクルセクション。
【請求項９】
　前記操作要素の内径寸法が、前記第１の内径寸法部から前記第２の内径寸法部へと徐々
に変化している、請求項８に記載のレセプタクルセクション。
【請求項１０】
　当該レセプタクルセクションは弾性外側部分を備え、前記弾性外側部分が、前記弾性部
材を前記第１の位置に付勢するように前記弾性部材に接続される、請求項１～４のいずれ
か一項に記載のレセプタクルセクション。
【請求項１１】
　当該レセプタクルセクションは少なくとも二つの前記弾性部材を備え、第１の前記弾性
部材が、第２の前記弾性部材に対して前記チャネルの反対側に配置されている、請求項１
～１０のいずれか一項に記載のレセプタクルセクション。
【請求項１２】
　前記活性化可能要素が当該レセプタクルセクション内に取り付けられている、請求項１
～１１のいずれか一項に記載のレセプタクルセクション。
【請求項１３】
　前記活性化可能要素が、前記エアロゾルの前記特性を変えるための物質を含み、前記力
が、前記物質を露出させ、前記エアロゾルの流れの前記特性を変化させる、請求項１２に
記載のレセプタクルセクション。
【請求項１４】
　前記活性化可能要素が、内部に前記物質を包含する易壊性カプセルを含み、前記力が前
記易壊性カプセルを壊して前記物質を露出させる、請求項１３に記載のレセプタクルセク
ション。
【請求項１５】
　前記易壊性カプセルが担持材料内にて保持され、前記物質が液体及び／又はゲルであり
、前記力が、前記易壊性カプセルを壊して前記液体及び／又は前記ゲルを前記担持材料に
放出させる、請求項１４に記載のレセプタクルセクション。
【請求項１６】
　前記特性が、前記エアロゾルの官能特性、前記エアロゾルの香味及び前記エアロゾルの
ＰＨのうちの一つ以上である、請求項１～１５のいずれか一項に記載のレセプタクルセク
ション。
【請求項１７】
　当該レセプタクルセクションは、当該レセプタクルセクションを前記エアロゾル供給物
品に取外し可能に接続するための接続要素を備える、請求項１～１６のいずれか一項に記
載のレセプタクルセクション。
【請求項１８】
　使用時にエアロゾルの流れを生成するためのエアロゾル供給物品のためのマウスピース
であって、請求項１～１７のいずれか一項に記載のレセプタクルセクションを備える、マ
ウスピース。
【請求項１９】
　使用時にエアロゾルの流れを生成するためのエアロゾル供給物品であって、請求項１～
１７のいずれか一項に記載のレセプタクルセクション及び／又は請求項１８に記載のマウ
スピースを備える、エアロゾル供給物品。
【請求項２０】
　液体又は材料を保持するための保持器と、
　使用時に前記エアロゾルの流れを生成するために前記保持器に保持された液体を揮発さ
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せるためのヒータ、又は使用時に前記エアロゾルの流れを生成するために前記材料を燃焼
させずに加熱するためのヒータと
を備える、請求項１９に記載のエアロゾル供給物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レセプタクルセクション（受け部）に関し、より詳細には、エアロゾル供給
物品のためのレセプタクルセクションに関する。
【背景技術】
【０００２】
　紙巻タバコ、葉巻タバコ等の喫煙品は、使用時、タバコを燃焼させてタバコ煙を発生さ
せる。一方、燃焼させずに化合物を放出する製品を創出することによってこれらの喫煙品
に代わるものを提供する試みもなされている。
【０００３】
　そのような製品の例としては、材料を燃焼するのではなく加熱することで化合物を放出
する加熱装置がある。その材料は、例えば、タバコでもよいし、他の非タバコ製品でもよ
い。非タバコ製品は、ニコチンを含んでいてもよいし、含んでいなくてもよい。他の例と
しては、いわゆる電子タバコ装置のようなエアロゾル供給物品がある。これらの装置は、
典型的には、吸引可能な蒸気又はエアロゾルを生成するために加熱されて気化される液体
を含む。液体は、ニコチン、香料、及び、グリセリン等のエアロゾル発生物質のうちの一
つ又はこれらの組合せを含有してもよい。公知の電子タバコ装置は、典型的には、液中の
香味料以外の香味料を含まない。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明の第１の態様によれば、使用時にエアロゾルの流れを生成するためのエアロゾル
供給物品に用いられるレセプタクルセクションが提供され、このレセプタクルセクション
は、活性化可能要素が内部に取り付けられるよう構成されており、活性化可能要素は、活
性化後にエアロゾルの流れの特性を変えるためのものであり、レセプタクルセクションは
、使用者によりレセプタクルセクションに活性化可能要素が取り付けられた後、使用時に
レセプタクルセクションに取り付けられた活性化可能要素を活性化するために活性化可能
要素に力を加えるよう作動可能である少なくとも一つの活性化要素を備える。
【０００５】
　少なくとも一つの破壊用要素は、第１の位置と、前記第１の位置とは異なり、使用時に
レセプタクルセクションに取り付けられた活性化可能要素を活性化するための第２の位置
との間で移動可能であるとよく、第１の位置から第２の位置への少なくとも一つの破壊用
要素の移動によって、使用時にレセプタクルセクションに取り付けられた活性化可能な香
料要素を活性化するために力が加えられる。
【０００６】
　第１の位置は、使用者によるレセプタクルセクションへの活性化可能要素の挿入を可能
にするためのものであってもよい。
【０００７】
　前記移動は、レセプタクルセクションの長手方向軸線と実質的に垂直な軸線に沿う少な
くとも一つの活性化要素の移動を含んでもよい。
【０００８】
　レセプタクルセクションは、活性化可能要素を収容するためのチャネルを画定してもよ
く、少なくとも一つの活性化要素は、レセプタクルセクションの側壁を貫通して摺動可能
に取り付けられると共に、第１の位置と第２の位置との間で摺動するよう使用者により操
作可能となっていてもよく、第２の位置において、少なくとも一つの活性化要素は、チャ
ネル内に延びて、使用時にチャネルに収容された活性化要素を活性化するために力が加え
られてもよい。
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【０００９】
　レセプタクルセクションは、チャネルの少なくとも一部分に沿って延びる少なくとも一
つの再成形要素を備えてもよく、再成形要素は、レセプタクルセクションの長手方向軸線
と実質的に垂直な方向において移動可能であり、チャネルの方向に付勢されて、使用時に
活性化可能要素の活性化による変形の後にチャネルに収容された活性化可能要素の再成形
を可能とするようにしてもよい。
【００１０】
　少なくとも一つの再成形要素は、レセプタクルセクションの長手方向軸線を中心にして
、少なくとも一つの活性化要素の一つに対して直角に又は直角に近い角度で向けられてい
てもよい。
【００１１】
　レセプタクルセクションは、少なくとも二つの活性化要素と、少なくとも二つの再成形
要素とを備えてもよく、第１の活性化要素は、第２の活性化要素に対してチャネルの反対
側に配置され、第１の再成形要素は、第２の再成形要素に対してチャネルの反対側に配置
されてもよい。
【００１２】
　レセプタクルセクションは、活性化可能要素を収容するためのチャネルを画定してもよ
く、少なくとも一つの活性化要素は、チャネルの少なくとも一部分に沿って延びる弾性部
材を備えてもよく、弾性部材は、第１の位置と第２の位置との間で湾曲するように動作可
能であり、第２の位置において、弾性部材の少なくとも一部分はチャネル内に突出して、
使用時にチャネルに収容された活性化可能要素を活性化するために力を加える。
【００１３】
　少なくとも一つの弾性部材の一端はレセプタクルセクションに対して移動しないように
なっていてもよい。
【００１４】
　弾性部材は、該弾性部材からチャネルに向かって突出する内方突出部分を備えてもよく
、内方突出部分は、使用時にチャネルに収容された活性化可能要素と接して、使用時にチ
ャネルに収容された活性化可能な香料要素を活性化するために力を加えるためのものでも
よい。
【００１５】
　弾性部材は、弾性部材から、チャネルから離れる方向に突出する外方突出部分を備えて
もよく、外方突出部分は、レセプタクルセクションの操作要素と接するためのものであっ
てもよい。
【００１６】
　レセプタクルセクションは、少なくとも一つの弾性部材及び活性化可能要素が収容され
るハウジングを備えてもよい。操作要素は、ハウジングに摺動可能に取り付けられて、レ
セプタクルセクションの長手方向軸線と実質的に平行にハウジングに対する前記操作要素
の摺動を可能とし、操作要素は、操作要素が弾性部材の外方突出部分から比較的離れた位
置に配置される第１の操作要素位置と、操作要素が弾性部材の外方突出部分の方に比較的
近い位置に配置される第２の操作要素位置との間で摺動するよう使用者によって操作可能
であり、第１の操作要素位置から第２の操作要素位置への操作要素の摺動によって、弾性
部材が第１の位置から第２の位置に湾曲されて、使用時にチャネルに収容された活性化可
能要素を活性化するために力が加えられてもよい。
【００１７】
　操作要素は、操作要素から弾性部材の方に突出する内方突出部分を備えてもよく、操作
要素は第２の操作要素位置にある場合に、操作要素の内方突出部分が弾性部材の外方突出
部分と長手方向において整列される。
【００１８】
　レセプタクルセクションは、少なくとも一つの弾性部材が収容されており且つ活性化可
能要素が収容可能であるハウジングを備えてもよく、また、レセプタクルセクションは操
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作要素を備えてもよく、操作要素は、ハウジングに回転可能に取り付けられて、レセプタ
クルセクションの長手方向軸線を中心にしてハウジングに対して操作要素の回転を可能と
し、操作要素は、第１の内径寸法部と、より小さな第２の内径寸法部とを画定し、操作要
素は、第１の内径寸法部が弾性部材と回転方向において整列される第１の操作要素位置と
、第２の内径寸法部が弾性部材と回転方向において整列される第２の操作要素位置との間
で回転するよう使用者により操作可能であり、第１の操作要素位置から第２の操作要素位
置への操作要素の回転によって、弾性部材が第１の位置から第２の位置に湾曲されて、使
用時にチャネルに収容された活性化可能要素を活性化するために力が加えられる。
【００１９】
　操作要素の内径寸法は、第１の内径寸法部から第２の内径寸法部へと徐々に変化しても
よい。
【００２０】
　レセプタクルセクションは弾性外側部分を備えてもよく、弾性外側部分は、弾性部材を
第１の位置に付勢するように弾性部材に接続される。
【００２１】
　レセプタクルセクションは少なくとも二つの弾性部材を備えてもよく、第１の弾性部材
は、第２の弾性部材に対してチャネルの反対側に配置されてもよい。
【００２２】
　活性化可能要素はレセプタクルセクション内に取り付けられてもよい。
【００２３】
　活性化可能要素は、エアロゾルの特性を変えるための物質を含み、力が、物質を露出さ
せ、エアロゾルの流れの特性を変化させるようにしてもよい。
【００２４】
　活性化可能要素は、内部に物質を包含する易壊性カプセルを含み、力が易壊性カプセル
を壊して物質を露出させるようにしてもよい。
【００２５】
　易壊性カプセルは担持材料内にて保持され、前記物質は液体及び／又はゲルであり、力
は、易壊性カプセルを壊して液体及び／又はゲルを担持材料に放出させるようにしてもよ
い。
【００２６】
　前記特性は、エアロゾルの官能特性、エアロゾルの香味及びエアロゾルのＰＨのうちの
一つ以上であるとしてもよい。
【００２７】
　レセプタクルセクションは、レセプタクルセクションをエアロゾル供給物品に取外し可
能に接続するための接続要素を備えてもよい。
【００２８】
　本発明の第２の態様によれば、使用時にエアロゾルの流れを生成するためのエアロゾル
供給物品のためのマウスピースが提供され、このマウスピースは、上記第１の態様による
レセプタクルセクションを備える。
【００２９】
　本発明の第３の態様によれば、使用時にエアロゾルの流れを生成するためのエアロゾル
供給物品が提供され、このエアロゾル供給物品は、上記第１の態様によるレセプタクルセ
クション及び／又は上記第２の態様によるマウスピースを備える。
【００３０】
　エアロゾル供給物品は、液体又は材料を保持するための保持器と、使用時にエアロゾル
の流れを生成するために保持器に保持された液体を揮発させるためのヒータ、又は使用時
にエアロゾルの流れを生成するために材料を燃焼させずに加熱するためのヒータとを備え
てもよい。
【００３１】
　本発明の更なる特徴及び利点は、添付の図面を参照する、単なる例として与えられた本
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発明の好ましい実施形態の以下の説明から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】一例によるエアロゾル供給物品の概略断面図である。
【図２】第１の例による、第１のレセプタクルセクションを備えるエアロゾル供給物品の
一部を示す概略斜視図である。
【図３ａ】第２の例による、様々な形態の一つにある第２のレセプタクルセクションを備
えるエアロゾル供給物品の一部を示す概略断面図である。
【図３ｂ】第２の例による、様々な形態の一つにある第２のレセプタクルセクションを備
えるエアロゾル供給物品の一部を示す概略断面図である。
【図４ａ】第３の例による、様々な形態の一つにある第３のレセプタクルセクションを備
えるエアロゾル供給物品の一部を示す概略断面図である。
【図４ｂ】第３の例による、様々な形態の一つにある第３のレセプタクルセクションを備
えるエアロゾル供給物品の一部を示す概略断面図である。
【図４ｃ】第３の例による、様々な形態の一つにある第３のレセプタクルセクションを備
えるエアロゾル供給物品の一部を示す概略断面図である。
【図５ａ】第４の例による、様々な形態の一つにある第４のレセプタクルセクションを備
えるエアロゾル供給物品の一部を示す概略断面図である。
【図５ｂ】第４の例による、様々な形態の一つにある第４のレセプタクルセクションを備
えるエアロゾル供給物品の一部を示す概略断面図である。
【図５ｃ】第４の例による、様々な形態の一つにある第４のレセプタクルセクションを備
えるエアロゾル供給物品の一部を示す概略断面図である。
【図５ｄ】第４の例による、様々な形態の一つにある第４のレセプタクルセクションを備
えるエアロゾル供給物品の一部を示す概略断面図である。
【図６ａ】第５の例による、様々な形態の一つにある第５のレセプタクルセクションを備
えるエアロゾル供給物品の一部を示す概略断面図である。
【図６ｂ】第５の例による、様々な形態の一つにある第５のレセプタクルセクションを備
えるエアロゾル供給物品の一部を示す概略断面図である。
【図６ｃ】第５の例による、様々な形態の一つにある第５のレセプタクルセクションを備
えるエアロゾル供給物品の一部を示す概略断面図である。
【図７ａ】第６の例による、様々な形態の一つにある第６のレセプタクルセクションを備
えるエアロゾル供給物品の一部を示す概略断面図である。
【図７ｂ】第６の例による、様々な形態の一つにある第６のレセプタクルセクションを備
えるエアロゾル供給物品の一部を示す概略断面図である。
【図７ｃ】第６の例による、様々な形態の一つにある第６のレセプタクルセクションを備
えるエアロゾル供給物品の一部を示す概略断面図である。
【図７ｄ】第６の例による、様々な形態の一つにある第６のレセプタクルセクションを備
えるエアロゾル供給物品の一部を示す概略断面図である。
【図８ａ】第７の例による、様々な形態の一つにある第７のレセプタクルセクションを備
えるエアロゾル供給物品の一部を示す概略斜視図である。
【図８ｂ】第７の例による、様々な形態の一つにある第７のレセプタクルセクションを備
えるエアロゾル供給物品の一部を示す概略斜視図である。
【図８ｃ】図８ａに示される例示的なのレセプタクルセクションの概略断面図であり、図
８ａに示す断面に垂直な面に沿っての断面図である。
【図８ｄ】第７の例による、様々な形態の一つにある第７のレセプタクルセクションを備
えるエアロゾル供給物品の一部を示す概略斜視図である。
【図８ｅ】図８ｄに示される例示的なのレセプタクルセクションの概略断面図であり、図
８ｄに示す断面に垂直な面に沿っての断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
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　図１を参照すると、例示的なエアロゾル供給物品１００の概要が示されている。エアロ
ゾル供給物品１００は、吸引装置（すなわち、使用者が、当該装置によって提供されたエ
アロゾルを吸引するために用いる装置）である。エアロゾル供給物品は携帯式である。こ
の例では、物品１００は電子タバコ装置１００である。概略的に述べるならば、装置１０
０は、装置１００のレセプタクルセクション１０２に収容された活性化可能要素１２４を
通過する蒸気又はエアロゾルを形成するために、液体を揮発させるものである。この例に
おいて、レセプタクルセクション１０２は装置１００のマウスピースである。また、活性
化可能要素１２４は、活性化されると、使用者による吸引のためのマウスピース１０２を
通る蒸気又はエアロゾルの特性を改変する。例えば、活性化可能要素１２４は易壊性の香
料要素とすることができ、この香料要素は、壊された場合、使用者の吸引のためのマウス
ピース１０２を流通する蒸気又はエアロゾルに香味を付与する。
【００３４】
　これに関して、まず、蒸気は、その臨界温度よりも低い温度で気相にある物質の状態で
あり、これは、例えば、その蒸気を、温度を下げることなく圧力を増加させることによっ
て液体に凝縮させることができることを意味する。一方、エアロゾルは、一般に、空気中
又は他のガス中の微細な固体粒子又は液滴のコロイドをいう。コロイドはある物質の状態
をいい、その物質内の微視的に分散した不溶性粒子が他の物質中に懸濁している状態をい
う。
【００３５】
　図１を再び参照すると、装置１００は、液体１１６を包含する液体保持器１２２を収容
するアウタボディ１０６と、アトマイザ１０８と、バッテリー部分１１２とを備える。ア
トマイザ１０８はバッテリー部分１１２に（電気的に）接続される。
【００３６】
　マウスピース１０２は、この例では、アウタボディ１０６に取外し可能に接続される。
マウスピース１０２は、例えば液体１２２へのアクセスを可能とし、例えば液体保持器１
２２に保持される液体１１６を補充するために、アウタボディ１０６から取り外すことが
できる。マウスピース１０２には、蒸気又はエアロゾルの流れのための流路を画定するチ
ャネル１３２が貫通して延びている。マウスピース１０２は、チャネル１３２内に取外し
可能に収容される易壊性の香料要素１２４を有し、この香料要素は、破壊（「壊す」とも
いい、割ったような態様のみならず、湾曲や押し潰したような変形も含む意）、使用時に
マウスピース１０２を通るエアロゾル又は蒸気の流れに香味を付与するためのものである
。
【００３７】
　易壊性香料要素１２４は加香された材料を含むものとすることができ、この材料は、壊
された場合（例えば、圧壊ないしは圧潰、突き刺し、機械的な活性化等の場合）、所望の
味や香り、或いはニコチン成分のような他の特性を生ぜしめるために使用され得る。この
例では、易壊性香料要素１２４は、例えば使用者によって壊されたときに、蒸気とエアロ
ゾルの少なくとも一方の流れに香味を付与するための液体及び／又はゲルのような香味料
を放出するための易壊性香料カプセル１２６を含む。この例では、易壊性香料要素１２４
は、担持材料に被覆された又は埋め込まれた易壊性香料カプセル１２６を含む。担持材料
は、蒸気又はエアロゾルの通過を可能とする材料を含んでもよい。また、担持材料は、易
壊性香料カプセル１２６が壊されたときにこの易壊性香料カプセル１２６から放出される
液体及び／又はゲルを保持する材料を含んでもよい。担持材料は、例えばセルロースアセ
テート等の任意の適切な材料とすることができる。易壊性香料要素１２４、したがって易
壊性香料カプセル１２６が壊れされた場合（例えば、圧壊ないしは圧潰、突き刺し、機械
的活性化等の場合）、香料カプセル１２６に含まれる液体及び／又はゲルのような香味料
が担持材料内に放出され、そこを通過する蒸気又はエアロゾルを加香する。
【００３８】
　易壊性香料要素１２４は、例えば蒸気又はエアロゾルがこの香料要素を通ることができ
るように多孔性であってもよい。易壊性香料要素１２４は、使用者が容易に取り扱うこと
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ができるように（例えば、マウスピース１０２に容易に挿入及び／又は取外しをすること
ができるように）、自己支持型であってもよい。例えば、易壊性香料要素１２４は、被覆
体で部分的に又は全体的に被覆された材料からなるものであってもよく、及び／又は、易
壊性香料要素１２４は、例えばプラスチックハウジング（図示せず）のような弾性ハウジ
ングで支持されてもよい。上述のように、易壊性香料要素１２４は、例えば、セルロース
アセテート等の担持材料を含んでもよい。この担持材料はそれ自体が加香されてもよい。
易壊性香料要素１２４は、マウスピース１０２の対応する円筒形チャネル１３２内に容易
に及び／又はしっかりと嵌合するように、円筒形であってもよく及び／又は円筒形部分を
含んでもよい。
【００３９】
　装置１００は、使用時、液滴のエアロゾルを生成するように液体１１６が揮発される際
、又は蒸気を生成するために液体１１６が十分に加熱される際、エアロゾル又は蒸気の少
なくとも一部、好ましくはその全て又はその実質的に全てが、例えば易壊性香料要素１２
４の成分をそこに同伴させるために、マウスピース１０２に収容された香料要素１２４を
通過するように構成されている。いくつかの例において、蒸気が生成され、次いで、その
蒸気は、装置１００から出る前に、少なくとも部分的に凝縮してエアロゾルを形成する。
【００４０】
　液体保持器１２２は、アウタボディ１０６の概ね中央に設けられている。液体保持器１
２２は環状の形状であり、液体保持器１２２の長さ全体にわたって延びるチャネル１０４
を画定している。液体保持器１２２は、金属や適切なプラスチック等のような剛性、防水
性及び気密性を有する材料から形成されるとよい。液体保持器１２２は、円錐形若しくは
切頭円錐形又はこれらの組合せのような別の形状であってもよいことは理解されよう。
【００４１】
　アトマイザ１０８には、ヒータ１１０と、ヒータ１１０に（熱的に）接するウィック（
ｗｉｃｋ）（図示せず）とが設けられている。ヒータ１１０の向きが概略的に図示されて
おり、例えば、ヒータ１１０は、その長手方向軸線が液体保持器１２２の長手方向軸線に
垂直又は平行であるコイルとすることができる。ウィック（図示せず）は液体１１６と接
している。これは、例えば、液体保持器１２２の端壁１２２ｂの貫通孔（図示せず）を通
して挿入されるウィック（図示せず）によって達成され得る。代替的に又は追加的に、端
壁１２２ｂは、液体を液体保持器１２２から通過させることを可能にする多孔部材であっ
てもよく、ウィック（図示せず）はこの多孔の端壁１２２ｂと接するようにしてもよい。
端壁１２２ｂは、例えば、多孔セラミックディスクの形態であってもよい。この種の多孔
端壁１２２ｂは、ウィック（図示せず）への液体の流れを調節するのを助ける。ウィック
（図示せず）は一般的に吸収性であり、毛管作用（図１に矢印Ａで示す）によって液体保
持器１２２から液体１１６を引き込むように作用する。ウィックは好ましくは不織布であ
り、例えば綿若しくはウール材料等、例えばポリエステル、ナイロン、ビスコース、ポリ
プロピレン等の合成材料、又はセラミック材料であってもよい。
【００４２】
　アトマイザ１０８は、ヒータ１１０に電力を供給することができるよう、バッテリー部
分１１６内のバッテリーに接続される。ヒータ１３０に電力が供給されると（例えば、公
知であるように、使用者が装置１００のボタン（図示せず）を操作することによって、又
は装置全体のパフ検出器（図示せず）によって起動されてもよい）、液体１１６がウィッ
クによって液体保持器１２２から引き込まれ（図１に矢印Ａで示す）、蒸気及びエアロゾ
ルのうちの少なくとも一つの流れを生成するために液体を揮発又は気化させるようヒータ
１１０によって加熱される。
【００４３】
　使用者がマウスピース１０２を吸うと、空気が空気入口１１８を通して引き込まれる。
液体１１６は、ヒータ１１０によって空気入口１１８からの空気中へと揮発又は気化され
、それによって蒸気及びエアロゾルのうちの一つを生成する。蒸気又はエアロゾルの流れ
は、液体保持器１２２のチャネル１０４を通って引き込まれ、マウスピース１０２のチャ
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ネル１３２内に、そしてマウスピース１０２に収容された香料要素１３４を通り、使用者
による吸引のため装置１００から流出される（図１の矢印Ｂによって示される）。蒸気又
はエアロゾルは、易壊性香料要素１２４から（例えば易壊性香料要素１２４が壊されたと
き）香料（及び／又は他の成分）をピックアップ（同伴）する。これにより、易壊性香料
要素１２４の一つ以上の成分が、蒸気及びエアロゾルのうちの少なくとも一つの流れと混
合される。易壊性香料要素１２４がニコチンを含み又は含有する例では、それによって蒸
気又はエアロゾルはまた、その易壊性香料要素１２４から同伴されるニコチンも含み得る
。蒸気又はエアロゾルがチャネル１０４から流出するだけで、装置１のヒータ１１０又は
電子機器（図示せず）に逆流することができないように、液体保持器１２２の上端部１２
２ａに又はその近傍に一方向弁（図示せず）が設けられてもよい。
【００４４】
　易壊性香料要素１２４は、エアロゾル又は蒸気に香味（及び／又は一つ以上の他の成分
）を付与するために使用され得る材料であり又はその材料を含むものとすることができる
。いくつかの例では、易壊性香料要素１２４の一つ以上の成分は、その材料自体に固有の
成分を含むものとすることができる。材料は、例えば、タバコからなるか、タバコを含む
ものとすることができる。エアロゾル又は蒸気がタバコを通過すると、エアロゾル又は蒸
気は、タバコに感覚刺激性特性を付与するタバコからの有機的及びその他の化合物又は成
分を同伴し、それによってエアロゾル又は蒸気に香味が付与される。しかしながら、タバ
コ以外の材料を使用して、エアロゾル又は蒸気の流れに異なる香味（及び／又は一つ以上
の他の成分）を付与することができることは理解されよう。香料要素１２４は、この香料
要素１２４の材料に添加された成分を含み得る。
【００４５】
　液体１１６中にニコチンを入れてもよい。したがって、装置１００が使用者にニコチン
を与えることが意図されている場合、ニコチンは、液体１１６に含ませてもよいし、香料
要素１２４から得られるようにしてもよく、その両方の組合せとしてもよい。同様に、香
味剤が、香料要素１２４（香料要素１２４がタバコであるか否か、又はタバコを含んでい
るか否かにかかわらず）及び／又は液体１１６に加えられてもよい。香料要素１２４の材
料は、一つの固体材料又は複数の固体材料の混合物であってもよく、その各々の一つ以上
が蒸気又はエアロゾルの流れと混合できる一つ以上の成分を含む。香料要素１２４は、そ
こを通過するエアロゾル又は蒸気に同伴されない一つ以上の他の成分を含み得ることは理
解されよう。香料要素１２４は、蒸気又はエアロゾルの流れにいかなる香味をも付与しな
い部分及び／又は蒸気又はエアロゾルの流れにいかなる成分をも放つことがない部分を備
え得ることも理解されよう。
【００４６】
　次に、エアロゾル供給物品（例えば、図１の装置１００）と共に使用するための様々な
レセプタクルセクションについて説明する。概説すると、様々なレセプタクルセクション
は、その中に易壊性香料要素が収容されるよう構成されており、この易壊性香料要素は、
壊された場合、使用時にエアロゾル供給物品全体により生成される蒸気及びエアロゾルの
少なくとも一方の流れに香味を付与するための香味料を放出するためのものである。例え
ば、香料は、使用時にレセプタクルセクション内に取り付けられる易壊性香料要素を通過
するエアロゾル又は蒸気のうちの少なくとも一方の流れによって付与され得る。様々なレ
セプタクルセクションはそれぞれ、使用時にレセプタクルセクション内に取り付けられる
易壊性香料要素が使用者によりレセプタクルセクションに取り付けられた後、易壊性香料
要素を壊すように作動する少なくとも一つの破壊用要素を備える。したがって、様々なレ
セプタクルセクションは、易壊性香料要素が、レセプタクルセクションが用いられている
エアロゾル供給物品全体（例えば、図１の装置１００）に取り付けた後、使用者が易壊性
香料要素を壊すための簡便な手段を提供する。これは、例えば、使用中等において使用者
が、吸引のための蒸気又はエアロゾルが易壊性香料要素の香料によって加香されていない
か（すなわち、易壊性香料要素が非破壊状態にある場合か）、又は、吸引のための蒸気又
はエアロゾルが易壊性香料要素の香料によって加香されているか（すなわち、易壊性香料
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要素が破壊状態（活性化状態）にある場合か）を迅速且つ簡単に管理することを可能とす
る。
【００４７】
　便宜上の理由で、本書で使用される場合、エアロゾルという用語は、エアロゾル、蒸気
、又はエアロゾルと蒸気との混合物を包含するものとして解釈されるべきである。
【００４８】
　まず図２を参照すると、例示的なレセプタクルセクション２０２を備える装置２００の
一部の概略斜視図が示されている。この例では、レセプタクルセクション２０２は、装置
２００の口側端部（使用者の口側となる端部）セクション２０２であり、すなわち、レセ
プタクルセクション２０２は、使用時に使用者の口の中に受け入れられる装置２００の端
部寄りに配置されている。いくつかの例では、レセプタクルセクション２０２又は少なく
ともその一部はマウスピース２０２である。他の例では、レセプタクルセクション２０２
は、装置２００全体の異なる位置、例えば本体とマウスピースとの中間部にあってもよい
。簡潔にするために、図１を参照して既に説明した特徴部と同一又は類似の図２の特徴部
及びその機能には、図１と同様の参照符号が付されているが、その符号は「１００」だけ
増やされている。また、それらについては、再度詳細には説明しない。
【００４９】
　口側端部セクション２０２は略円筒形状である。口側端部セクション２０２は、接続手
段２２８を介して、装置２００全体の本体２０６に取外し可能に接続される。接続手段２
２８は、例えば、ねじ式の接続部等とすることができ、例えば、口側端部セクション２０
２は、本体２０６の雌ねじ部に接続可能な対応の雄ねじ部を有するものとすることができ
る。口側端部セクション２０２は、使用者の口（図示せず）の中に受け入れられる取外し
可能な口側部分２０２ａを備える。口側端部セクション２０２は、その内部にチャネル２
３２を画定している。チャネル２３２は、装置（例えば図１の装置１００）全体のエアロ
ゾル流路２０４と流体的に接続する開口部（図２には図示せず）から、使用者が吸引を行
うためのエアロゾル出口としての口側部分２０２ａの開口部２３４まで延びる。易壊性香
料カプセル２２６を含む易壊性香料要素２２４は、チャネル２３２内に収容される。
【００５０】
　口側端部セクションは破壊用要素２５０を備える。この例では、図２には一つの破壊用
要素２５０のみが示されているが、二つ以上の破壊用要素、例えば任意の数の破壊用要素
を使用することができることは理解されよう。破壊用要素２５０は、第１の位置（図２に
示される位置）と第２の位置との間で移動可能である。第１の位置は、使用者による口側
端部セクション２０２への易壊性香料要素２２４の取付けを可能にするための位置である
。例えば、破壊用要素２５０が第１の位置（図２に示される位置）にあるとき、破壊用要
素２５０はチャネル２３２内には延びておらず、したがってチャネル２３２には、口側部
分２０２ａの開口部２３４を通してチャネル２３２内に易壊性香料要素２３４を取り付け
るための余地がある。第２の位置（図示せず）は、使用時に口側端部セクション２０２に
取り付けられた香料要素２３４を壊すための位置である。破壊用要素２５０の第１の位置
から第２の位置への移動（矢印Ｃ）によって、使用時に口側端部セクション２０２に取り
付けられた易壊性香料要素２３４は壊される。
【００５１】
　詳細には、破壊用要素２５０の移動は、口側端部セクション２０２の長手方向軸線Ｐ－
Ｐと実質的に垂直である軸線に沿っての要素２５０の移動を含む。この例では、破壊用要
素２５０は細長いロッドである。口側端部セクション２０２の側壁２３０には開口部２３
１が画定されており、この開口部２３１は、口側端部セクション２０２の外面から口側端
部セクション２０２によって画定されたチャネル２３２まで延びている。破壊用要素２５
０は、側壁２３０の開口部２３１内に受け入れられ、それによって口側端部セクション２
０２の側壁２３０を通して摺動可能に取り付けられる。破壊用要素２５０は、側壁２３０
の厚さよりも長く、したがって、（図２に示されるように）第１の位置では、チャネル２
３２から離れる方向に開口部２３１から突出する。破壊用要素２５０は、第１の位置（図
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２に示す位置）と第２の位置（図示せず）との間で摺動するように（矢印Ｃ）、すなわち
側壁２３０を通ってチャネル２３２内に摺動するように、使用者によって操作可能である
。第２の位置では、破壊用要素２５０はチャネル２３２内に突出し、それによって使用時
にチャネル２３２内に収容された易壊性香料要素２２４を壊す。破壊用要素２５０は、易
壊性香料要素２５０を横方向に壊す。
【００５２】
　破壊用要素２５０は、易壊性香料要素２２４を壊すために一方の端部２５０ａで縮径化
されている。破壊用要素２５０の端部２５０ａにおける縮径化は、使用者によって加えら
れる所与の力に対して、破壊用要素２５０によって易壊性香料要素２２４に加えられる圧
力を増大させる。これにより、使用者が易壊性香料要素２２４をより一層容易に壊すこと
が可能となる。
【００５３】
　使用時、例えば口側端部セクション２０２が装置（例えば、図１の装置１００について
概略的に示されているもの）の他の部分に接続されるとき、使用者は易壊性香料要素２２
４を口側端部セクション２０２内に取り付けてもよい。その場合、しばらくしてから、使
用者は破壊用要素２５０を操作して、易壊性香料要素２２４を壊すようにしてもよい。使
用者は口側端部セクション２０２を吸うと、空気が空気入口（図１の符号１２０）から引
き入れられ、ヒータ（図１の符号１１０）は、液体保持器（図１の符号１２２）内に保持
されている液体（図１の符号１１６）を吸気中に揮発させて、エアロゾルの流れを生成す
る。この流れは、液体保持器（図１の符号１２２）内のチャネル（図１の符号１０４）を
通り、口側端部セクション２０２のチャネル２３２内に流れ、さらに（壊された）易壊性
香料要素２２４を通って、使用者による吸引のために第２の部分２０２ａの出口２３４か
ら流出する。これにより、（壊された）易壊性香料要素２２４を通る蒸気又はエアロゾル
の流れは、この流れの中に、壊された香料要素２２４から放出された一つ以上の成分を同
伴する。この使用説明は、本書に記載されている他の例にも適用可能であるので、繰り返
し詳細には説明しない。
【００５４】
　次に、図３ａ及び図３ｂを参照すると、異なる形態にあるレセプタクルセクション３０
２を備えるエアロゾル供給装置３００の他の部分の概略断面図が示されている。図３ａ及
び図３ｂの断面は、レセプタクルセクション３０２の長手方向軸線Ｐ－Ｐに対して垂直な
平面でとられたものである。この例でも、レセプタクルセクション３０２は口側端部セク
ション３０２である。簡潔にするために、図２を参照して既に説明した特徴部と同一又は
類似の図３の特徴部及びその機能には、図２と同様の参照符号が付されているが、その符
号は「１００」だけ増やされている。また、それらについては、再度詳細には説明しない
。
【００５５】
　図３ａ～図３ｃに示す口側端部セクション３０２は、図２に示す口側端部セクション２
０２と同様のものである。易壊性香料カプセル３２６を含む易壊性香料要素３２４は、口
側端部セクション３０２のチャネル３２２内に収容される。一方の端部３５０ａが縮径化
された第１の破壊用要素３５０は、口側端部セクション３０２の側壁３３０の開口部３３
１を通って受け入れられ、それによって、図２を参照して説明した破壊用要素２５０に関
して上述したように、第１の位置と第２の位置との間で操作可能となっている。
【００５６】
　しかしながら、図３ａ及び図３ｂに示す口側端部セクション３０２は、第２の破壊用要
素３５１を備える。第２の破壊用要素３５１は、第１の破壊用要素３５０と本質的に同じ
である。第２の破壊用要素３５１は、一方の端部３５１ａが縮径化された細長いロッドで
あり、口側端部セクション３０２の側壁３３０の第２の開口部３３３を通って受け入れら
れ、それによって口側端部セクション３０２の側壁３３０を通して摺動可能に取り付けら
れる。第１の破壊用要素３５０と同様に、第２の破壊用要素３５１は、破壊用要素３５１
がチャネル３３２内に突出していない第１の位置（図３ａ）と突出している第２の位置（
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図３ｂ）との間で摺動するように使用者によって操作可能である。
【００５７】
　この例では、第１の破壊用要素３５０と第２の破壊用要素３５１は共に断面が矢のよう
になっている。それぞれの端部３５０ａ、３５１ａは主ロッド状の本体３５０ｂ、３５１
ｂの端部上にて矢じりの形をとっている。したがって、破壊用要素３５０、３５１はそれ
ぞれ、対応の端部３５０ａ、３５１ａと対応の本体３５０ｂ、３５１ｂとの間の幅におい
て段差部３５０ｃ、３５１ｃを備える。それぞれの本体３５０ｂ、３５１ｂは対応の開口
部３３１、３３３を通って受け入れられる。それぞれの段差部３５０ｃ、３５１ｃにおけ
る対応の端部３５０ａ、３５１ａの幅は、対応の開口部３３１、３３３の幅よりも大きい
ため、各破壊用要素３５０、３５１は対応の開口部３３１、３３３を通って半径方向外方
に完全に外れてしまうのを防止する。
【００５８】
　第２の開口部３３３及び第２の破壊用要素３５１は、第１の開口部３３１及び第１の破
壊用要素３５０に対してチャネル３３２の反対側に配置されている。第２の開口部３３３
及び第２の破壊用要素３５１は、第１の開口部３３１及び第１の破壊用要素３５０に対し
て口側端部セクション３０２の長手方向軸線Ｐ－Ｐに沿う方向において同じ位置に配置さ
れている。これにより、第１の破壊用要素３５０及び第２の破壊用要素３５１は、口側端
部セクション３０２の長手方向軸線Ｐ－Ｐと実質的に垂直な軸線に沿って互いに向かって
摺動するように使用者によって操作可能である。これにより、口側端部セクション３０２
のチャネル３３２内に収容された易壊性香料要素３２４は、第１の破壊用要素３５０の細
い端部３５０ａと第２の破壊用要素３５１の細い端部５３１ａとの間で壊される。二つの
操作可能な破壊用要素３５０、３５１があることによって、破壊用要素３５０、３５１が
その間にあるチャネル３３２内の易壊性香料要素２２４を壊すために必要とされる力が低
減される。対向している二つの破壊用要素３５０、３５１は、例えば使用者の手の親指と
人差し指をそれぞれ使用して、破壊用要素３５０、３５１を簡便に手動操作することを可
能とする。
【００５９】
　図３ａ及び図３ｂに示される口側端部セクション３０２は第１の再成形（ｒｅｓｈａｐ
ｉｎｇ）要素３７０及び第２の再成形要素３７１を含み、これらはチャネル３３２の両側
でチャネル３３２の一部分に沿って延びている。再成形要素３７０、３７１は口側端部セ
クション３０２の側壁３３０の内側にある。再成形要素３７０、３７１は、口側端部セク
ション３０２の長手方向軸線Ｐ－Ｐに対して実質的に垂直な方向に移動可能である。具体
的には、第１の再成形要素３７０は、口側端部セクション３０２のピン３９６を受けるた
めの少なくとも一つ細長いスロット３９７を備える。同様に、第２の再成形要素３７１は
、口側端部セクション３０２のピン３９６ａを受けるための少なくとも一つの細長いスロ
ット３９７ａを備える。細長いスロット３９７、３９７ａは、口側端部セクション３０２
の長手方向軸線Ｐ－Ｐの半径方向に延びており、したがって、口側端部セクション３０２
の長手方向軸線Ｐ－Ｐに対して実質的に垂直な方向において、口側端部セクション３０２
に対して再成形要素３７０、３７１を摺動可能にする。再成形要素３７０、３７１は、長
手方向軸線Ｐ－Ｐを中心にして破壊用要素３５０、３５１に対して実質的に直角に配向さ
れている。したがって、再成形要素の移動は、破壊用要素３５９、３５１が移動可能であ
る軸線に対して実質的に直角の軸線に沿っている。
【００６０】
　再成形要素３７０、３７１はそれぞれ、対応の縮径化された端部３５０ａ、３５１ａで
破壊用要素３５０、３５１と接する。破壊用要素３５０、３５１と接するための再成形要
素３７０、３７１の表面が、破壊用要素３５０、３５１の縮径化された端部３５０ａ、３
５１ａによって画定される面と実質的に平行な面内にあるように、再成形要素３７０、３
７１は形作られている。破壊用要素３５０、３５１が、例えばその中に収容された易壊性
香料要素３２４を壊すために、例えばチャネル３３２に向かって半径方向内方に押動され
ると、対応の縮径化された端部３５０ａ、３５１ａは再成形要素３７０、３７１に力を及
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ぼし、再成形要素３７０、３７１をチャネル３３２から離れるように半径方向外方に摺動
させる。
【００６１】
　口側端部セクション３０２は、第１の再成形要素３７０を側壁３３０の内面からチャネ
ル３３２に向かって付勢する第１の付勢手段３９９、例えばばね３９９を備える。同様に
、口側端部セクション３０２は、第２の再成形要素３７１を側壁３３０の内面からチャネ
ル３３２に向かって付勢する第２の付勢手段３９８、例えばばね３９８を備える。したが
って、再成形要素３７０、３７１は、対応の付勢手段３９８、３９９の力の下で、チャネ
ル３３２に向かって半径方向内方へと摺動され元に復帰され得る。
【００６２】
　再成形要素３７０、３７１は、口側端部セクション３０２の長手方向軸線Ｐ－Ｐを中心
にして破壊用要素３５０、３５１に対して直角に又は直角に近い向きで配置されている。
破壊用要素３５０が易壊性香料要素３２４を横方向に壊す（例えば圧壊ないしは圧潰する
）と、易壊性香料要素３２４は破壊軸線（すなわち破壊用要素３５０、３５１が摺動する
軸線）に沿って幅が減ずるように変形し、一方、破壊軸線に垂直な軸線に沿って幅を増す
ように変形する。再成形要素３７０、３７１が破壊用要素３５０、３５１に対して直角に
配向されていることにより、再成形要素３７０、３７１には、付勢手段３９９、３９８に
より、破壊軸線に対して実質的に垂直な軸線に沿う復元力（押圧力）が加えられる。これ
により、破壊軸線に垂直な軸線に沿っての易壊性香料要素３２４の幅が減じられ、破壊軸
線に沿っての易壊性香料要素３２４の幅が増し、それによって破壊前に易壊性香料要素３
２４は元の形状に復元する。
【００６３】
　これにより、再成形要素３７０、３７１は、使用時に、チャネル３３２内に収容された
易壊性香料要素３２４の破壊のために易壊性香料要素３２４が変形された後に、易壊性香
料要素３２４の再成形を可能にする。この再成形は、易壊性香料要素３２４の破壊から生
じ得る、易壊性香料要素３２４での圧力降下の増加を減少させる。したがって、再成形は
、易壊性香料要素３２４が壊れたかどうかにかかわらず、装置３００全体からのエアロゾ
ルの一貫した供給を可能にする。
【００６４】
　次に、図３ａ及び図３ｂに示される手順について説明すると、図３ａでは、易壊性香料
要素がチャネル３３２内に収容され、第１の破壊用要素３５０及び第２の破壊用要素３５
１がそれぞれ第１の位置（すなわち易壊性香料要素３４２から離れた位置）にある。使用
者は、例えば、装置３００によって生成されたエアロゾルの香味を変えるために、易壊性
香料要素３２４を壊すことを望む場合がある。したがって、使用者は、第１の破壊用要素
３５０及び第２の破壊用要素３５１を互いに半径方向内方に向かって押す、すなわち第１
の破壊用要素３５０及び第２の破壊用要素３５１を第２の位置に摺動させる場合がある（
図３ｂ）。これにより、易壊性香料要素３２４は、第１の破壊用要素３５０と第２の破壊
用要素３５１との間で壊され（例えば圧壊ないしは圧潰され）、壊された場合（例えば圧
壊ないしは圧潰された場合）、香料を放出してそこを通過するエアロゾルを加香する。壊
されているとき（例えば例えば圧壊ないしは圧潰されているとき）、易壊性香料要素３２
４は、破壊軸線に対して垂直な軸線に沿うその幅が広がるように変形する。第１の破壊用
要素３５０及び第２の破壊用要素３５１の半径方向内方への移動によって、再成形要素３
７０、３７１は、破壊軸線に垂直な軸線に沿ってチャネルから離れるよう半径方向外方に
移動さされ、その結果、付勢手段３９８、３９９は付勢される（図３ｂ）。この後、使用
者は破壊用要素３５０、３５１を押圧するのを止めることができる。その場合、付勢手段
３９８、３９９は、再成形要素３７０、３７１をそれらの元の位置に半径方向内方に復帰
させ、そうすることで、易壊性香料要素３２４をその元の形状へと再成形する。再成形要
素３７０、３７１の半径方向内方への移動は、破壊用要素を半径方向外方へと第１の位置
まで摺動させる（図３ａ）。
【００６５】
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　本書における他の例示的なレセプタクルセクションの説明では、「再成形要素」又は易
壊性香料要素の「再成形」を明示的には言及していないが、この特徴は他の例にも等しく
適用可能であることは容易に理解されよう。
【００６６】
　次に、図４ａ～図４ｃを参照すると、様々な形態にある別の例示的なレセプタクルセク
ション４０２を有するエアロゾル供給物品４００の一部の概略斜視図が示されている。こ
の例でも、レセプタクルセクション４０２はエアロゾル供給物品４００の口側端部セクシ
ョン４０２である。簡潔にするために、図３ａ及び図３ｂを参照して既に説明した特徴部
と同一又は類似の図４の特徴部及びその機能には、図３と同様の参照符号が付されている
が、その符号は「１００」だけ増やされている。また、それらについては、再度詳細には
説明しない。
【００６７】
　図２に示す口側端部セクション２０２と同様に、図４ａ～図４ｄに示す口側端部セクシ
ョン４０２はチャネル４３２を画定し、このチャネル４３２内には易壊性香料カプセル４
２６を含む易壊性香料要素４２４が取り付けられる。口側端部セクション４０２は、装置
４００全体によって生成されたエアロゾルを吸引するための出口４３４を画定する取外し
可能な口側部分４０２ａを備える。口側部分４０２ａが取り外されると、チャネルの開口
部４４４が露出し、その中に易壊性香料要素４２４を取り付けることが可能になる。口側
端部セクション４０２は、口側端部セクション４０２を装置４００全体の本体４０６に解
放可能に接続するための接続手段４２８を備える。口側端部セクション４０２は、チャネ
ル４３２内への易壊性香料要素４２４の取付けを可能にするための第１の位置（図４ａ参
照）と、チャネル４３２に取り付けられた前記易壊性香料要素４２４を壊すための第２の
位置（図４ｂ参照）との間で、口側端部セクション４０２の長手方向軸線Ｐ－Ｐに対して
実質的に垂直である軸線に沿って移動可能である破壊用要素４５０を備える。
【００６８】
　しかしながら、この例では、破壊用要素４５０は、口側端部セクション４０２のチャネ
ル４３２の一部に沿って延びる弾性部材４５０、すなわち口側端部セクション４０２の長
手方向軸線Ｐ－Ｐと実質的に平行な方向にチャネル４３２に沿って延びる弾性部材４５０
を備える。弾性部材４５０は、第１の位置（図４ａ参照）と第２の位置（図４ｂ参照）と
の間で湾曲するように又は撓むように使用者によって操作可能である。第１の位置（図４
ａ）では、弾性部材４５０はチャネルと実質的に平行に位置し、それによってチャネル内
に易壊性香料要素４２４を挿入することができる。第２の位置（図４ｂ参照）では、弾性
部材４５０の一部４５０ａがチャネル４３２内に突出しており、それによってチャネル４
３２内に収容されている易壊性香料要素４２４を壊す（例えば圧壊ないしは圧潰する）よ
うになっている。
【００６９】
　この例では、弾性部材４５０は、チャネル４３２を画定する口側端部セクション４０２
の側壁４３０の一部を形成する。弾性部材４５０の一方の端部４５３は側壁４３０に対し
て自由に動くことができる。したがって、弾性部材４５０の端部４５３は、側壁４３０の
残りの部分に対してチャネル４３２内に湾曲することができ、それによってチャネル４３
２内に収容された易壊性香料要素４２４を壊すことができる。易壊性香料要素４２４は、
支持部材４５６によってチャネル４３２内に支持される。
【００７０】
　弾性部材４５０は、自由に動くことができる弾性部材４５０の端部４５３に、弾性部材
４５０からチャネル４３２に向かって突出する内方突出部分４５０ａを備える。内方突出
部分４５０ａは、チャネル４３２に収容された易壊性香料要素４２４と接し、それによっ
て弾性部材４５０が第２の位置に曲げられたときにチャネル４３２に収容された易壊性香
料要素４２４を壊すためのものである。内方突出部分４５０ａは、使用者によって弾性部
材４５０に及ぼされる所与の横方向の力に関連して、弾性部材４５０が第２の位置に湾曲
されるときに易壊性香料要素４２４に加えられる圧力を増大させる。したがって、内方突
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出部分４５０ａは、使用者がチャネル４３２内に収容された易壊性香料要素４２４を壊す
ことができる容易さを高めることになる。この「内方突出部分」の特徴は、本書に記載さ
れているすべての例において明示的に言及されていないが、この特徴はそれらの他の例に
も同様に適用され得る。
【００７１】
　口側端部セクション４０２は、口側端部セクション４０２のチャネル４３２の一部に沿
って延びる反応要素４５８、すなわち口側端部セクション４０２の長手方向軸線Ｐ－Ｐと
実質的に平行な方向にチャネル４３２に沿って延びる反応要素４５８を備える。反応要素
４５８は、弾性部材４５０に対してチャネル４３２の反対側に配置されており、したがっ
て、使用者によって操作されたときに弾性部材４５０によって易壊性香料要素４２６に加
えられる力に反応する。したがって、易壊性香料要素４２６は、使用者によって操作可能
な弾性部材４５０と反応要素４５８との間で壊される（例えば圧壊ないしは圧潰される）
。弾性部材４５０と同様に、反応要素４５８は、チャネル４３２内に突出しかつ弾性部材
４５０の内方突出部分４５０ａに対向する内方突出部分４５８ａを備える。これは、弾性
部材４５０が使用者によって操作されるときに易壊性香料要素４２４に加えられる圧力を
（さらに）増大させ、したがって使用者がチャネル４３２に収容された易壊性香料要素４
２４を壊すことができる容易さを（さらに）高める。
【００７２】
　図４ａ～図４ｃに示される手順について説明すると、図４ａでは、口側部分４０２ａが
口側端部セクション４０２から取り外されており、それによって易壊性香料要素４２４の
チャネル４３２への挿入、取外し又は交換を可能にする。使用者は、口側部分４０２ａを
口側端部セクション４０２内に交換して配置することができる。図４ａでは、易壊性香料
要素４２４がチャネル４３２内に収容されており、弾性部材４５０は第１の位置、すなわ
ち口側端部セクション４０２の長手方向軸線Ｐ－Ｐに対して実質的に平行（非湾曲状態）
にある。いくらかの後の段階で、使用者は、装置４００から吸引されたエアロゾルがそれ
によって香味を付けられるように易壊性香料要素を壊す（活性化する）ことを望む場合が
ある。その場合、使用者は、弾性部材４５０に対して横方向に（すなわち、口側端部セク
ション４０２の長手方向軸線Ｐ－Ｐに垂直な方向に）押圧する（矢印Ｉ）ことができる。
これにより、弾性部材４５０が湾曲して、内方突出部分４５０ａがチャネル４３２内に突
出し、弾性部材の内方突出部分４５０ａと反応要素４５８の内方突出部分４５８ａとの間
で易壊性香料要素４２４を壊す（活性化する）ようにし、それによって、易壊性香料カプ
セル４２６から香料を放出させる。このとき、弾性部材４５０は第２の位置にある（図４
ｂ参照）。使用者が弾性部材４５０を押圧することを止めた場合、その弾性（自然な弾力
性）のために弾性部材４５０は第１の位置に戻る、すなわち口側端部セクション４０２の
長手方向軸線Ｐ－Ｐに対して実質的に平行（非湾曲状態）になるように戻る。
【００７３】
　次に、図５ａ～図５ｄを参照すると、様々な形態にある別の例示的なレセプタクルセク
ション５０２を有するエアロゾル供給物品５００の一部の概略断面図が示されている。こ
の例でも、レセプタクルセクションは口側端部セクション５０２である。簡潔にするため
に、図４ａ～図４ｃを参照して既に説明した特徴部と同一又は類似の図５ａ～図５ｄの特
徴部及びその機能には、図４ａ～図４ｃと同様の参照符号が付されているが、その符号は
「１００」だけ増やされている。また、それらについては、再度詳細には説明しない。
【００７４】
　図５ａ～図５ｄに示す口側端部セクション５０２は、図４ａ～図４ｃに示す口側端部セ
クション４０２と同様である。易壊性香料カプセル５２６を含む易壊性香料要素５２４は
、口側端部セクション５０２のチャネル５３２内に収容される。第１の弾性部材５５０は
、口側端部セクション５０２の長手方向軸線と平行な軸線に沿って湾曲可能であり、それ
により、図４を参照して上述した弾性部材４５０に関して上述したように第１の位置と第
２の位置との間で動作可能となっている。
【００７５】
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　しかしながら、図５ａ～図５ｄに示す口側端部セクション５０２は、第２の弾性部材５
５１を備える。第２の弾性部材５５１は、上述の第１の弾性部材５５０と本質的に同じで
あるので、詳細には説明しない。第１の弾性部材５５０と同様に、第２の弾性部材５５１
は、弾性部材５５１がチャネル５３２内に延びていない第１の位置（図５ｂ）と、弾性部
材５５１がチャネル５３２内に延びている第２の位置（図５ｃ）との間で湾曲するように
使用者によって操作可能である。
【００７６】
　第２の弾性部材５５１は、第１の弾性部材５５０に対してチャネル５３２の反対側に配
置されている。第２の弾性部材５５１は、口側端部セクション５０２の長手方向軸線Ｐ－
Ｐに沿う方向において第１の弾性部材５５０と同じ位置に配置されている。それによって
、第１の弾性部材５５０及び第２の弾性部材５５１は、互いに向かって湾曲するように使
用者によって操作可能である。したがって、口側端部セクション５０２のチャネル５３２
内に収容された易壊性香料要素５２４は、第１の弾性部材５５０と第２の弾性部材５５１
との間で壊され（例えば圧壊ないしは圧潰され）得る。二つの動作可能な弾性部材５５０
、５５１があることで、それらの間のチャネル５３２内の易壊性香料要素５２４を壊す（
例えば圧壊ないしは圧潰する）のに弾性部材５５０、５５１ごとに必要とされる力は低減
される。対向している二つの破壊用要素５５０、５５１は、例えば、使用者の手の親指と
人差し指をそれぞれ使用して、弾性部材５５０、５５１の簡便な手動操作を可能にする。
【００７７】
　口側端部セクション５０２は弾性外側部分５５３を備える。弾性外側部分５５３は、略
環状の形状であり、口側端部セクション５０２の側壁５３０及び弾性部材５５０、５５１
を囲む。弾性外側部分５５３は、弾性部材５５０、５５１と同様に、口側端部セクション
５０２の長手方向軸線Ｐ－Ｐに対して実質的に垂直な方向に弾性を有している。弾性外側
部分５５３は、その外表面にリブを有し、チャネル５３２内に収容された易壊性香料要素
５２４を壊す（活性化する）ときに弾性部材５５０、５５１を湾曲するために、口側端部
セクション５０２を横方向に押圧する場合の使用者の握りを容易化するようになっている
。弾性外側部分５５３は、弾性部材５５０、５５１を第１の位置に付勢するために弾性部
材５５０、５５１に接続（例えば結合）されている。弾性外側部分５５３は、図３に関し
て上述した再成形要素３７０、３７１と同様の機能を有してもよいことは理解されよう。
また、この機能については再度詳細には説明しない。弾性外側部分５５３は、破壊軸線に
対して垂直な軸線に沿って再成形力を及ぼすことによって破壊後に易壊性香料要素を再成
形するのを助け得ると言うだけで十分であろう。
【００７８】
　図５ａ～図５ｄに示される手順について説明すると、図５ａでは、口側部分５０２ａが
口側端部セクション５０２から取り外されており、それによって口側部分５０２ａの収容
部分５８０内への易壊性香料要素５２４の挿入（矢印Ｊ）を可能にする。使用者は、口側
部分５０２ａを口側端部セクション５０２のチャネル５３２内に押し込み（矢印Ｋ）、そ
れによって易壊性香料要素５２４をチャネル５３２内に取り付けることができる。図５ｂ
では、易壊性香料要素５２４はチャネル５３２内に収容され、弾性部材５５１、５５３は
第１の位置にあり、すなわち口側端部セクション５０２の長手方向軸線Ｐ－Ｐに対して平
行（非湾曲状態）にある。いくらかの後の段階で、使用者は、装置５００から吸引された
エアロゾルが香味を付けられるように易壊性香料要素５２４を壊す（活性化する）ことを
望む場合がある。したがって、使用者は、弾性外側部分５５３を介して、弾性部材５５０
、５５１に対して横方向に（すなわち、口側端部セクション５０２の長手方向軸線Ｐ－Ｐ
に実質的に垂直な方向に）押す（矢印Ｌ）場合がある。これにより、弾性部材５５０、５
５１は互いに向かって内側に湾曲され、チャネル５３２内に突出して易壊性香料要素５２
４を壊し、それによって易壊性香料カプセル５２６から香料を放出する。ここで弾性部材
５５０は第２の位置となる（図５ｃ参照）。弾性部材５５０、５５１の弾性（自然な弾力
性）のために（また、代替的に又は追加的に、弾性部材５５０、５５１が接続される弾性
外側部分５５３の弾性のために）、使用者が弾性部材５５０、５５１を押圧するのを止め
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ると、弾性部材５５０、５５１はそれぞれの第１の位置に復帰し、すなわち口側端部セク
ション５０２の長手方向軸線Ｐ－Ｐに対して平行（非湾曲状態）になるように復帰する（
図５ｄ）。
【００７９】
　次に、図６ａ～図６ｃを参照すると、様々な形態にある別の例示的なレセプタクルセク
ション６０２を有するエアロゾル供給物品６００の一部の概略断面図が示されている。こ
の例でも、レセプタクルセクションは口側端部セクション６０２である。簡潔にするため
に、図５ａ～図５ｄを参照して既に説明した特徴部と同一又は類似の図６の特徴部及びそ
の機能には、図５と同様の参照符号が付されているが、その符号は「１００」だけ増やさ
れている。また、それらについては、再度詳細には説明しない。
【００８０】
　図６ａ～図６ｃの口側端部セクション６０２は、図５ａ～図５ｄに示す口側端部セクシ
ョン５０２と同様である。口側端部セクション６０２は、チャネル６３２の両側に弾性部
材６５０、６５１を含み、チャネル６３２内には、易壊性香料カプセル６２６を含む易壊
性香料要素６２４が収容される。弾性部材６５０、６５１は、図５ａ～図５ｄに関して上
述したように、第１の位置から第２の位置までチャネル６３２内に湾曲するよう操作可能
であり、それによって易壊性香料要素６２４を壊すことができる。
【００８１】
　しかしながら、この例では、弾性部材６５０、６５１はそれぞれ、チャネル６３２に収
容された易壊性香料要素６２４を壊すためにチャネル６３２に向かって半径方向内方に突
出する内方突出部分６５０ａ、６５１ａを備える。
【００８２】
　この例では、弾性部材６５０、６５１は、使用者の口の中に受け入れられる口側部分６
０２ａに収容される。口側部分６０２ａは、使用者がチャネル６３２を通して装置６００
からエアロゾルを吸引することを可能にするための開口部６３４を画定する。口側部分６
０２ａは、口側端部セクション６０２から取外し可能であり、それによって弾性部材６５
０、６５１を露出させ、それらの間に易壊性香料要素６２４を収容することを可能にする
。口側部分６０２ａは、可撓性を有する繋ぎ部材６５７によって口側端部セクション６０
２に接続されている（連接ないしは連繋されている）。この繋ぎ部材６５７は、口側端部
セクション６０２から取り外されたときに口側部分６０２ａがいずれかに置き忘れるのを
防止する助けとなる。
【００８３】
　口側部分６０２ａの側壁６４２は弾性部分６４２ａを備える。弾性部分６４２ａは略環
状の形状であり、弾性部材６５０、６５１が口側部分６０２ａ内に収容されるように口側
部分６０２ａが口側端部セクション６０２に接続されると、弾性部分は弾性部材６５０、
６５１を囲む。弾性部材６５０、６５１と同様に、弾性部分６４２ａは、口側端部セクシ
ョン６０２の長手方向軸線Ｐ－Ｐに対して実質的に垂直な方向に弾性を有する。
【００８４】
　図５ａ～図５ｃに示される手順について説明すると、図６ａでは、口側部分６０２ａが
口側端部セクション６０２から取り外されており、それによって、弾性部材６５０、６５
１間で易壊性香料要素６２４をチャネル６３２内に挿入すること（矢印Ｑ）が可能になる
。使用者は、口側部分６０２ａを口側端部セクション６０２に接続するように弾性部材６
５０、６５１で口側部分６０２ａを操作し（矢印Ｒ）、それによって易壊性香料要素６２
４を口側端部セクション６０２内に取り付けることができる（図６ａ参照）。いくらかの
後の段階で、使用者は、装置６００から吸引されたエアロゾルが香味を付けられるように
、易壊性香料要素６２４を壊す（活性化する）ことを望む場合がある。その場合、使用者
は、口側部分６０２ａの弾性部分６４２ａを介して、弾性部材６５０、６５１に対して横
方向（すなわち、口側端部セクション６０２の長手方向軸線Ｐ－Ｐに対して実質的に垂直
な方向）に押し付ける（押し絞る）場合がある（矢印Ｓ）。これにより、弾性部材６５０
、６５１は互いに向かって内側に湾曲され、チャネル６３２内に突出して、それぞれの内
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方突出部分６５０ａ、６５１ａを介して易壊性香料要素６２４を壊し、それによって易壊
性香料カプセル６２６から香料を放出する。ここで弾性部材６５０、６５１は第２の位置
となる（図６ｂ参照）。弾性部材６５０、６５１の弾性（自然な弾力性）のために、使用
者が弾性部材６５０、６５１を押すのを止めると、弾性部材６５０、６５１はそれぞれの
第１の位置に復帰する、すなわち口側端部セクション５０２の長手方向軸線Ｐ－Ｐに対し
て平行（非湾曲状態）になるように復帰する（図６ｃ）。
【００８５】
　次に、図７ａ～図７ｄを参照すると、様々な形態にある別の例示的なレセプタクルセク
ション７０２を有するエアロゾル供給物品７００の一部の概略断面図が示されている。こ
の例でも、レセプタクルセクションは口側端部セクション７０２である。簡潔にするため
に、図６ａ～図６ｃを参照して既に説明した特徴部と同一又は類似の図７の特徴部及びそ
の機能には、図６と同様の参照符号が付されているが、その符号は「１００」だけ増やさ
れている。また、それらについては、再度詳細には説明しない。
【００８６】
　図７ａ～図７ｄの口側端部セクション７０２は、図６ａ～図６ｃに示す口側端部セクシ
ョン５０２と同様である。口側端部セクション７０２は、チャネル７３２の両側に弾性部
材７５０、７５１を備え、チャネル７３２内には、易壊性香料カプセル７２６を含む易壊
性香料要素７２４が収容される。弾性部材７５０、７５１は、図６ａ～図６ｃに関して上
述したように、第１の位置から第２の位置へとチャネル７３２内に湾曲するよう操作可能
であり、それによって易壊性香料要素７２４を壊すことができる。
【００８７】
　しかしながら、図６ａ～図６ｃを参照して説明した弾性部材６５０、６５１とは異なり
、弾性部材７５０、７５１は、使用者が横方向の押圧力を弾性部材７５０、７５１に加え
ることによって横方向に一緒に曲げられるのではなく、口側端部セクション７０２の長手
方向軸線Ｐ－Ｐと実質的に平行に操作要素７５９を摺動させることによって一緒に曲げら
れる。
【００８８】
　具体的には、口側端部セクション７０２の口側部分７０２ａは、口側端部セクション７
０２内に取り付けられると、弾性部材７５０、７５１及び易壊性香料要素７２４が収容さ
れるハウジング７０２ａとなる。操作要素７５９は、口側部分７０２ａに摺動可能に取り
付けられ、それによって、口側端部セクション７０２の長手方向軸線Ｐ－Ｐと実質的に平
行に口側部分７０２ａに対する操作要素７５９の摺動を可能にする。この例では、操作要
素７５９は、略環状の形状をしており、口側部分の周に沿ってカラー７５９として配置さ
れている。
【００８９】
　弾性部材７５０、７５１はそれぞれ、外方突出部分７５０ｂ、７５１ｂを備える。外方
突出部分７５０ｂ、７５１ｂは、それぞれの弾性部材７５０、７５１からチャネル７３２
から離れる方向に突出しており、口側端部セクション７０２の操作要素７５９と接するた
めのものである。
【００９０】
　操作要素７５９は、第１の操作要素位置（図７ｂ参照）と第２の操作要素位置（図７ｃ
参照）との間で摺動するように使用者によって操作可能である。第１の操作要素位置（図
７ｂ）では、操作要素７５９は、弾性部材７５０、７５１の外方突出部分７５０ｂ、７５
１ｂから比較的離れて（すなわち軸線方向に遠位位置にて）配置される。この位置では、
操作要素７５９は弾性部材７５０、７５１に半径方向内方の力を及ぼさず、弾性部材７５
０、７５１は第１の位置に留まる。第２の操作要素位置（図７ｃ）では、操作要素７５９
は、弾性部材７５０、７５１の外方突出部分７５０ｂ、７５１ｂに対して比較的近傍に（
すなわち軸線方向に近位位置にて）配置される。この位置では、操作要素７５９は、外方
突出部分７５０ｂ、７５１ｂ、したがって弾性部材７５０、７５１をチャネル７３２に向
かって半径方向内方に、すなわち第２の位置に変位させる。第１の操作要素位置（図７ｂ
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）から第２の操作要素位置（図７ｃ）へと、口側端部セクション７０２の長手方向軸線Ｐ
－Ｐと実質的に平行に、口側部分７０２ａに対して操作要素７５９を摺動させることによ
って、弾性部材７５０は第１の位置から第２の位置へ湾曲され、それよってチャネル７３
２内に収容された前記易壊性香料要素７２４は壊される。
【００９１】
　操作要素７５９は、操作要素７５９から弾性部材７５０、７５１に向かって突出する内
方突出部分７５９ａを有する。操作要素７５９が第２の操作要素位置（図７ｂ）にあると
き、操作要素７５９の内方突出部分７５９ａは、弾性部材７５０、７５１の外方突出部分
７５０ｂ、７５１ｂと長手方向（軸線方向）に整列される。これにより、操作要素７５９
の内方突出部分７５９ａは、チャネル７３２内への弾性部材７５０、７５１の変位（湾曲
）を増大させ、それによってチャネル７３２内に収容された易壊性香料要素７２４を効率
的に壊すことを可能とする。
【００９２】
　操作要素７５９は、第２の操作要素位置を越えて第３の操作要素位置まで摺動可能であ
る（図７ｄ参照）。第３の操作要素位置では、操作要素７５９の内方突出部分７５９ａは
、弾性部材７５０、７５１の外方突出部分７５０ｂ、７５１ｂを超えて摺動し、したがっ
て長手方向（軸線方向）において弾性部材７５０、７５１の外方突出部分７５０ｂ、７５
１ｂと整列しない。この位置では、第１の操作要素位置と同様に、操作要素７５９は弾性
部材７５０、７５１に半径方向内方の力を及ぼさず、弾性部材７５０、７５１はその弾性
（自然な弾力性）によって第１の位置に再び復帰する。この例では、第３の操作要素位置
にある操作要素７５９が口側部分７０２ａの間隙７５４を閉じ、装置７００全体の本体７
０６から口側部分７０２ａの出口７３４までの口側端部セクション７０２を通る流路を塞
ぐ。
【００９３】
　図７ａ～図７ｄに示される手順について説明すると、図７ａでは、口側部分７０２ａが
口側端部セクション７０２から取り外されており、それによって弾性部材７５０、７５１
の間への易壊性香料要素７２４の挿入が可能となる。使用者は、口側部分７０２ａを口側
端部セクション７０２に取り付け、それによって弾性部材７５０、７５１及び易壊性香料
要素７２４を口側部分７０２ａ内に収容することができる（図７ｂ参照）。図７ｂでは、
操作要素７５９は第１の操作要素位置にあり、したがって弾性部材７５１、７５０は第１
の位置、すなわち口側端部セクション７０２の長手方向軸線Ｐ－Ｐに対して平行（非湾曲
状態）にある。いくらかの後の段階で、使用者は、装置７００から吸引されたエアロゾル
が香味を付けられるように、易壊性香料要素７２４を壊す（活性化する）ことを望む場合
がある。その場合、使用者は、口側端部セクション７０２の長手方向軸線Ｐ－Ｐと実質的
に平行な方向に、口側端部セクション７０２に対して操作要素７５９を装置７００の本体
７０６に向かって押す、引く、又は他の方法で操作する。これにより、操作要素７５９の
内方突出部分７５９ａが弾性部材の外方突出部分７５０ｂ、７５１ｂに押し付けられる。
この押付けは、半径方向内方の力を生じさせ、それにより、弾性部材７５０、７５１が互
いに向かって内方に湾曲されて、チャネル７３２内に突出して易壊性香料要素７２４を壊
し、それによって易壊性香料カプセル７２６から香料を放出する（図７ｃ参照）。ここで
操作要素７５９は第２の操作要素位置となり、弾性部材７５０、７５１は第２位置となる
（図７ｃ参照）。使用者は、口側端部セクション７０２の長手方向軸線Ｐ－Ｐと実質的に
平行な方向において、さらに装置７００の本体７０６に向かって口側端部セクション７０
２に対して操作要素７５９を押し、引き、又は他の方法で操作し、最終的に操作要素７５
９は第３の操作要素位置とすることができる（図７ｄ）。これにより、弾性部材７５０、
７５１は、操作要素７５９によって変位されなくなる。弾性部材７５０、７５１の弾性（
自然な弾力性）のため、弾性部材７５０、７５１はそれぞれの第１の位置に復帰する、す
なわち口側端部セクション７０２の長手方向軸線Ｐ－Ｐに対して実質的に平行（非湾曲状
態）になるように復帰する（図７ｄ）。
【００９４】
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　次に、図８ａ～図８ｅを参照すると、様々な形態にある別の例示的なレセプタクルセク
ション８０２を有するエアロゾル供給物品８００の一部の概略断面図が示されている。図
８ｃ及び図８ｅの断面はそれぞれ図８ｂ及び図８ｃの断面に対応するが、図８ｃ及び図８
ｅの断面はそれぞれ図８ｂ及び図８ｃが示されている平面に垂直な平面でとられたもので
ある。この例でも、レセプタクルセクション８０２は口側端部セクション８０２である。
簡潔にするために、図7ａ～図７ｄを参照して既に説明した特徴部と同一又は類似の図８
の特徴部及びその機能には、図７ａ～図７ｄと同様の参照符号が付されているが、その符
号は「１００」だけ増やされている。また、それらについては、再度詳細には説明しない
。
【００９５】
　図８ａ～図８ｅの口側端部セクション８０２は、図７ａ～図７ｄに示す口側端部セクシ
ョン７０２と同様である。口側端部セクション７０２は、チャネル８３２の両側に弾性部
材８５０、８５１を備え、チャネル８３２内には、易壊性香料カプセル８２６を含む易壊
性香料要素８２４が収容される。弾性部材８５０、８５１は、図８ａ～図８ｄに関して上
述したように第１の位置から第２の位置まで操作要素８９０によってチャネル８３２内で
湾曲されるよう操作可能であり、それによって易壊性香料要素８２４を壊すことができる
。弾性部材８５０、８５１はそれぞれ、操作要素８９０と接触するために、弾性部材８５
０、８５１からチャネル８３２から離れる方向に突出する外方突出部分８５０ｂ、８５１
ｂを備える。
【００９６】
　しかしながら、図７ａ～図７ｄを参照して説明した弾性部材７５０、７５１とは異なり
、弾性部材８５０、８５１は、操作要素７５９を口側端部セクション７０２の長手方向軸
線Ｐ－Ｐと実質的に平行に摺動させることによって横方向に一緒に湾曲されるのではなく
、操作要素８９０を口側端部セクション８０２の長手方向軸線Ｐ－Ｐを中心に回転させる
ことによって横方向に一緒に湾曲される。
【００９７】
　具体的には、口側端部セクション８０２の口側端部セクション８０２ａは、口側端部セ
クション８０２に取り付けられると、弾性部材８５０、８５１及び易壊性香料要素８２４
を収容するハウジング８０２ａとなる。操作要素８９０は、口側部分８０２ａに回転可能
に取り付けられ、それによって、口側端部セクションの長手方向軸線Ｐ－Ｐを中心とした
口側部分８０２ａに対する操作要素８９０の回転を可能にする。この例では、操作要素８
９０は、略環状の形状をしており、口側部分の周に沿ってカラー８９０として配置されて
いる。
【００９８】
　操作要素８９０は、第１の内径寸法部Ｄ１と、より小さい第２の内径寸法部Ｄ２とを画
定する（図８ｃ及び図８ｅに明示されている）。操作要素８９０は、第１の操作要素方向
（図８ｂ及び図８ｃ参照）と第２の操作要素方向（図８ｄ及び図８ｅ参照）との間で口側
端部セクション８０２の長手方向軸線Ｐ－Ｐを中心に口側部分８０２ａに対して回転する
よう、使用者によって操作可能である。第１の操作要素方向（図８ｂ及び図８ｃ）におい
て、第１の内径寸法部Ｄ１は弾性部材８５０、８５１と回転方向において整列している。
この向きでは、弾性部材８５０、８５１は、操作要素のより大きい内径方向寸法Ｄ１が適
用される。内径寸法部は、口側端部セクション８０２の長手方向軸線Ｐ－Ｐと実質的に平
行であるとき、弾性部材８５０、８５１の対応の外方突出部分８５０ｂ、８５１ｂ間の距
離よりも大きく、したがって操作要素８９０は弾性部材８５０、８５１を変位させない。
したがって、弾性部材８５０、８５１は第１の位置に留まる。第２の操作要素方向（図８
ｄ及び図８ｅ）では、第２の内径寸法部Ｄ２は弾性部材８５０、８５１と回転方向におい
て整列する。この向きでは、弾性部材８５０、８５１は、操作要素８９０のより小さい内
径寸法部Ｄ２の適用を受ける。第２の内径寸法部Ｄ２は、口側端部セクション８０２の長
手方向軸線Ｐ－Ｐと実質的に平行であるとき、弾性部材８５０、８５１の外方突出部分８
５０ｂ、８５１ｂ間の距離よりも小さいので、操作要素８９０は弾性部材８５０、８５１
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を、易壊性香料要素８２４に向かって内方に変位させる。したがって、弾性部材８５０、
８５１は強制的に第２の位置にされ、そして弾性部材８５０、８５１の内方突出部分８５
０ａ、８５１ａは、それらの間に受容された易壊性香料要素８２４に接してこれを壊す。
第１の操作要素方向（図８ｂ及び図８ｃ）から第２の操作要素方向（図８ｄ及び図８ｅ）
への、口側端部セクション８０２の長手方向軸線Ｐ－Ｐを中心とした口側部分８０２ａに
対する操作要素８９０の回転によって、弾性部材８５０、８５１は第１の位置から第２の
位置へと湾曲され、それによってチャネル８３２内に収容された前記易壊性香料要素８２
４が壊される。
【００９９】
　第１の半径寸法Ｄ１は、第２の半径寸法Ｄ２に対して口側端部セクション８０２の長手
方向軸線Ｐ－Ｐを中心として直角に配向されている。この場合、第１の操作要素方向から
第２の操作要素方向に変更するために、使用者は、操作要素８９０を口側端部セクション
８０２の長手方向軸線Ｐ－Ｐを中心にして４分の１回転（すなわち９０°）回転させる。
【０１００】
　図８ｃ及び図８ｅに明示するように、操作要素８９０の内径寸法は、第１の内径寸法部
Ｄ１から第２の内径寸法部Ｄ２まで徐々に変化する。すなわち、操作要素８９０の半径方
向の内径寸法に階段状の変化はなく、操作要素８９０の周に沿って連続する点で小から大
に徐々に増加する。この漸進的な増加（又は「ギア作用（ｇｅａｒｉｎｇ）」）は、操作
要素８９０の長手方向軸線を中心とした所与の回転度に対して弾性部材８５０、８５１が
湾曲される度合いを減じる。この「ギア作用」は、易壊性香料要素８２４を壊すために操
作要素８９０に及ぼされるのに必要とされるトルクを減らすことができ、したがって装置
８００全体に取り付けられた易壊性香料要素８２４を容易かつ簡便に壊すことができる。
【０１０１】
　図８ａ～図８ｅに示される手順について説明すると、図８ａでは、口側部分８０２ａが
口側端部セクション８０２から取り外されており、それによって弾性部材８５０、８５１
間に易壊性香料要素８２４を挿入することが可能となっている。使用者は、口側部分８０
２ａを口側端部セクション８０２に取り付け、それによって弾性部材８５０、８５１及び
易壊性香料要素８２４を口側部分８０２ａに収容することができる（図８ｂ参照）。図８
ｂ及び図８ｃでは、操作要素８９０は第１の操作要素方向にあり、したがって弾性部材８
５１、８５０は第１の位置、すなわち口側端部セクション８０２の長手方向軸線Ｐ－Ｐに
対して平行（非湾曲状態）にある。いくらかの後の段階で、使用者は、装置８００から吸
引されたエアロゾルが香味を付けられるように、易壊性香料要素８２４を壊す（活性化す
る）ことを望むかもしれない。その場合、使用者は、口側端部セクション８０２の長手方
向軸線Ｐ－Ｐを中心に口側端部セクション８０２に対して９０度、操作要素８９０を回転
させることができる（矢印Ｍ）。これにより、第２の内径寸法部Ｄ２における操作要素８
９０の内面が、弾性部材の外方突出部分８５０ｂ、８５１ｂに押し付けられる。この押付
けにより、半径方向内方の力が生じ、これにより、弾性部材８５０、８５１が互いに向か
って内側に湾曲してチャネル８３２内に突出し、易壊性香料要素８２４を壊し、それによ
って易壊性香料カプセル８２６から香料が放出される（図８ｄ及び図８ｅ参照）。ここで
操作要素８９０は第２の操作要素方向となり、弾性部材８５０、８５１は第２の位置とな
る（図８ｄ及び図８ｅ参照）。使用者は、操作要素８９０が第１の操作要素方向に戻るま
で（図８ｂ及び図８ｃ）、操作要素８９０を回転させ続ける（又は代替的に操作要素を逆
に回転させる）ことができる。これにより、弾性部材８５０、８５１は、操作要素８９０
の第２の内径寸法部Ｄ２によっては変位されない。弾性部材８５０、８５１の弾性（自然
な弾力性）のために、弾性部材８５０、８５１はそれらの第１の位置に復帰する、すなわ
ち口側端部セクション８０２の長手方向軸線Ｐ－Ｐに対して平行（非湾曲状態）に復帰す
る（図８ｂ及び図８ｃ）。
【０１０２】
　上述した例では、様々なレセプタクルセクション１０２、２０２、３０２は、一般に、
香料カプセル１２６、２２６、３２６等を圧壊ないしは圧潰することによって易壊性香料
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要素１２４、２２４、３２４等を壊すように構成されているとして説明されているが、香
料要素１２４、２２４、３２４等が破壊され得る他の方法があることは理解されよう。例
えば、代替的又は追加的に、レセプタクルセクション１０２、２０２、３０２は、香料要
素１２４、２２４、３３４等の香料カプセル１２６、２２６、３２６等を穿孔、穿刺、切
断又はスライスをすることによって、香料要素１２４、２２４、３２４等を壊すようにし
てもよい。例えば、壊すための要素（例えば、弾性部材２５０、２５１、３５０、３５１
等、又は内方突出部分５６０、６６０等）は、香料カプセル１２６、２２６、３２６を穿
孔又は穿刺をするためのスパイク又は他の鋭い突起を備えるものであってもよく、又は例
えば香料要素１２４、２２４、３２４等の香料カプセル１２６、２２６、３２６等を切断
又はスライスをするための縁部を備えるものであってもよい。
【０１０３】
　上述した例では、様々なレセプタクルセクション１０２、２０２、３０２は、易壊性香
料要素１２４、２２４、３２４等のレセプタクルセクション内への取付け後に、この易壊
性香料要素１２４、２２４、３２４等を壊すように構成されているとして説明されたが、
これは本質ではなく、様々なレセプタクルセクション１０２、２０２、３０２は、任意の
適切な活性化可能要素１２４、２２４、３２４等をレセプタクルセクション１０２、２０
２、３０２等内に取り付けた後に、活性化可能要素１２４、２２４、３２４等を活性化す
るための力を加えることによって、活性化可能要素１２４、２２４、３２４等を活性化す
るように構成されてもよい。言い換えれば、易壊性香料要素を壊すために操作される少な
くとも一つの破壊用要素ではなく、レセプタクルセクションは、使用者によるレセプタク
ルセクション内への易壊性香料要素の取付け後に、活性化可能要素を活性化するために活
性化可能要素に力を加えるよう操作可能である少なくとも一つの活性化要素を備えてもよ
い。
【０１０４】
　いくつかの例では、活性化可能要素は、（例えば、液体及び／又はゲルの形態の）香味
料のリザーバを備える。リザーバは、セルロースアセテートのような適切な担持材料内に
被覆され又は埋め込まれてもよい。リザーバは、弾性壁又は変形可能な壁を有してもよい
。リザーバは、香味料がリザーバから担持材料に放出されることを可能にする孔を有して
もよい。様々な上記の例のうちのいずれか一つに詳細に記載されるようなレセプタクルセ
クションの活性化要素（弾性部材２５０、３５０、３５１等のような破壊用要素）によっ
て力が活性化可能要素に加えられるとき、リザーバは絞られ（変形され）、それにより香
味料がリザーバから孔を通って担持材料の中に押し込まれる。これにより、レセプタクル
セクションは、活性化可能香料要素をレセプタクルセクション内に取り付けた後に、活性
化可能要素に力を加えることによって活性化可能要素を活性化する。
【０１０５】
　いくつかの例では、活性化可能要素は香味材料、例えば固体材料を含むことができ、そ
れは粉砕、露出、又は他の方法で適切に物理的に活性化されたときに香味料を放出する。
香味材料は、例えば、挽きタバコであり得る。香味材料は、例えば、巻紙で部分的に又は
全体的に被覆されてもよく、及び／又は、香味材料は、弾性ハウジング、例えばプラスチ
ックハウジングで支持されてもよく、或いはセルロースアセテート等の適切な担持材料に
保持され又は埋め込まれてもよい。様々な上述した例のうちのいずれか一つに詳細に説明
されるようにレセプタクルセクションによって（例えば、弾性部材２５０、３５０、３５
１、４５０等を介して）活性化可能要素に力が加えられると、固体材料は露出されるか、
そのほかの方法で適切に物理的に活性化され、香味料（又は香味料が増強及び／又は改変
されたもの）が放出され、それによって香味（又は増強された香味及び／又は異なる香味
）がエアロゾルの流れに付与される。これにより、レセプタクルセクションは、活性化可
能香料要素をレセプタクルセクション内に取り付けた後に、この活性化可能香料要素を活
性化するために力を加えることによって活性化可能香料要素を活性化する。
【０１０６】
　上述した例では、様々なレセプタクルセクション２０２，３０２，４０２等に収容され



(24) JP 6860233 B2 2021.4.14

10

20

30

40

50

ている活性化可能要素１２４，２２４，３２４等は香料要素１２４，２２４，３２４等で
あり、エアロゾルが香料要素１２４，２２４，３２４等を通過して流れた場合にエアロゾ
ルに香味を付与するために香料を放出するためのものである。これは必須ではなく、代わ
りに（又はそれに加えて）活性化可能要素１２４、２２４、３２４等は、香味に対する以
外の（又はそれに加えて）エアロゾルの特性を改変するためのものであってもよく、例え
ば、香味に対する以外の（又はそれに加えて）エアロゾルの特性を改変するための物質を
含んでもよい。
【０１０７】
　いくつかの例では、要素１２４，２２４，３２４等は、エアロゾルの一つ以上の他の官
能特性を変更する（例えば、使用者に対するエアロゾルの感触、匂い又は外観を変更する
）物質を含んでもよい。
【０１０８】
　いくつかの例では、要素１２４，２２４，３２４等は、ＰＨを低下又は上昇させること
によって（例えば、エアロゾルの酸性度又は塩基性度を変更することによって）エアロゾ
ルのＰＨを変更する物質を含んでもよい。
【０１０９】
　いくつかの例では、要素１２４，２２４，３２４等は、エアロゾル中のアルデヒドの量
を変更する（例えば、減らす）物質を含んでもよい。
【０１１０】
　いくつかの例では、要素１２４，２２４，３２４等は、これらのうちの二つ以上又は異
なるエアロゾルの他の特性の異なる組合せを変更する物質を含んでもよい。
【０１１１】
　上記の例では、装置１００，２００，３００等は液体を加熱することによってエアロゾ
ルを生成するが（装置は一般にｅ－ｃｉｇと呼ばれるタイプのものである）、これは本質
的ではなく、他の例では、装置は、例えば固体材料を含む材料（例えばタバコを包含する
もの）を燃焼せず加熱することによってエアロゾルを生成するものであってよい（例えば
、タバコ加熱製品（ＴＨＰ）装置と呼ばれる装置）。
【０１１２】
　上記の例では、液体保持器１２２は円筒状であり、液体保持器１２２の長さに沿って貫
通する円筒形のチャネル１０４を形成している。しかしながら、他の例では、液体保持器
の形状は環状でなくてもよく、及び／又は、液体保持器はアウタシェル（外殻）を備え、
このアウタシェルと液体保持器との間に、蒸気又はエアロゾルも、又は代わりに蒸気又は
エアロゾルを流通させる環状チャネルを形成するものとしてもよい。
【０１１３】
　実際に、いわゆる電子タバコ装置（そのうちのいくつかは装置に一体的な補充可能な液
体保持器自体を有さず、むしろ、例えば一体的なアトマイザ、すなわちいわゆる「カトマ
イザ」を備える交換可能なカートリッジを有する）のような様々な構成のエアロゾル供給
物品があること、及び、上記の例は、それらの構成や他の構成にも又は他のエアロゾル供
給物品にも適用可能であることは、容易に理解されよう。
【０１１４】
　使用時、香料要素の材料は、その材料の温度よりも高い温度で蒸気又はエアロゾルによ
り加熱される。前記材料の周囲温度及び／又は装置全体の周囲温度を越える如何なる温度
も固体材料からの成分の放出を改善することは理解されよう。
【０１１５】
　本書で使用される場合、「香料」及び「香味料」という用語は、成人消費者用の製品に
おいて所望の味又は香りをつけるために（現地の規制によって許可される場合に）使用す
ることができる材料のことをいう。これらの材料は、抽出物（例えば、カンゾウ、アジサ
イ、ホオノキの葉、カモミール、フェヌグリーク、クローブ、メンソール、ニホンハッカ
、アニシード、シナモン、ハーブ、ウィンターグリーン、サクランボ、ベリー、モモ、リ
ンゴ、ドランブイ、バーボン、スコッチ、ウイスキー、スペアミント、ペパーミント、ラ
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ベンダー、カルダモン、セロリ、カスカリラ、ナツメグ、ビャクダン、ベルガモット、ゼ
ラニウム、はちみつエッセンス、ローズ油、バニラ、レモン油、オレンジ油、カシア、キ
ャラウェイ、コニャック、ジャスミン、イランイラン、セージ、ウイキョウ、ピーマン、
ショウガ、アニス、コリアンダー、コーヒー、又はハッカ属の任意の種からのハッカ油等
）、香味強化剤、苦味収容体部位遮断剤、感覚収容体部位活性化剤若しくは感覚収容体部
位刺激剤、糖及び／又は代替糖（例えば、スクラロース、アセスルファムカリウム、アス
パルテーム、サッカリン、チクロ、ラクトース、スクロース、グルコース、フルクトース
、ソルビトール、又はマンニトール）、並びに他の添加物（例えば、チャコール、クロロ
フィル、ミネラル、植物性物質、又は息清涼剤）を含んでいてもよい。これらは、模造品
、合成材料又は天然材料、或いはこれらの混合物であってもよい。これらは、油、液体又
は粉末等、任意の適切な形態をとることができる。例えば、液体、油又は他のそのような
お液体香味料は、多孔性固体材料に対して香り及び／又は他の特性を付与するために、多
孔性固体材料に含浸されてもよい。このように、液体又は油は、それが含浸される固体材
料の成分である。
【０１１６】
　上記実施形態は、本発明の例示的な実施形態として理解されるべきである。任意の一つ
の実施形態に関連して説明される任意の特徴は、単独で使用されても、記載された他の特
徴と組み合わせて使用されても、任意の他の実施形態の一つ以上の特徴と組み合わせて使
用されてもよく、任意の他の実施形態と組み合わせて使用されてもよい。さらに、添付の
特許請求の範囲に規定されている本発明の範囲から逸脱することなく、上記に記載されて
いない均等物及び改変物を使用することもできる。
［発明の項目］
［項目１］
　使用時にエアロゾルの流れを生成するためのエアロゾル供給物品に用いられるレセプタ
クルセクションであって、
　当該レセプタクルセクションは、活性化可能要素が内部に取り付けられるよう構成され
ており、前記活性化可能要素が、活性化後に前記エアロゾルの流れの特性を変えるための
ものであり、
　当該レセプタクルセクションは、使用者により当該レセプタクルセクションに前記活性
化可能要素が取り付けられた後、使用時に当該レセプタクルセクションに取り付けられた
前記活性化可能要素を活性化するために前記活性化可能要素に力を加えるよう作動可能で
ある少なくとも一つの活性化要素を備える、レセプタクルセクション。
［項目２］
　少なくとも一つの破壊用要素が、第１の位置と、前記第１の位置とは異なり、使用時に
当該レセプタクルセクションに取り付けられた前記活性化可能要素を活性化するための第
２の位置との間で移動可能であり、
　前記第１の位置から前記第２の位置への前記少なくとも一つの破壊用要素の移動によっ
て、使用時に当該レセプタクルセクションに取り付けられた前記活性化可能な香料要素を
活性化するために前記力が加えられる、項目１に記載のレセプタクルセクション。
［項目３］
　前記第１の位置が、使用者による当該レセプタクルセクションへの前記活性化可能要素
の挿入を可能にするためのものである、項目２に記載のレセプタクルセクション。
［項目４］
　前記移動が、当該レセプタクルセクションの長手方向軸線と実質的に垂直な軸線に沿う
前記少なくとも一つの活性化要素の移動を含む、項目２又は３に記載のレセプタクルセク
ション。
［項目５］
　当該レセプタクルセクションは、前記活性化可能要素を収容するためのチャネルを画定
し、
　前記少なくとも一つの活性化要素が、当該レセプタクルセクションの側壁を貫通して摺
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動可能に取り付けられると共に、前記第１の位置と前記第２の位置との間で摺動するよう
使用者により操作可能となっており、
　前記第２の位置において、前記少なくとも一つの活性化要素が、前記チャネル内に延び
て、使用時に前記チャネルに収容された前記活性化要素を活性化するために前記力が加え
られる、項目４に記載のレセプタクルセクション。
［項目６］
　当該レセプタクルセクションは、前記チャネルの少なくとも一部分に沿って延びる少な
くとも一つの再成形要素を備え、
　前記再成形要素が、当該レセプタクルセクションの長手方向軸線と実質的に垂直な方向
において移動可能であり、前記チャネルの方向に付勢されて、使用時に前記活性化可能要
素の前記活性化による変形の後に前記チャネルに収容された前記活性化可能要素の再成形
を可能とする、項目５に記載のレセプタクルセクション。
［項目７］
　前記少なくとも一つの再成形要素が、当該レセプタクルセクションの長手方向軸線を中
心にして、前記少なくとも一つの活性化要素の一つに対して直角に又は直角に近い角度で
向けられている、項目６に記載のレセプタクルセクション。
［項目８］
　当該レセプタクルセクションが、少なくとも二つの前記活性化要素と、少なくとも二つ
の前記再成形要素とを備え、第１の前記活性化要素が、第２の前記活性化要素に対して前
記チャネルの反対側に配置され、第１の前記再成形要素が、第２の前記再成形要素に対し
て前記チャネルの反対側に配置されている、項目６又は７に記載のレセプタクルセクショ
ン。
［項目９］
　当該レセプタクルセクションは、前記活性化可能要素を収容するためのチャネルを画定
し、
　前記少なくとも一つの活性化要素が、前記チャネルの少なくとも一部分に沿って延びる
弾性部材を備え、
　前記弾性部材が、前記第１の位置と前記第２の位置との間で湾曲するように動作可能で
あり、
　前記第２の位置において、前記弾性部材の少なくとも一部分が前記チャネル内に突出し
て、使用時に前記チャネルに収容された前記活性化可能要素を活性化するために前記力を
加えるようになっている、項目４に記載のレセプタクルセクション。
［項目１０］
　前記少なくとも一つの弾性部材の一端が当該レセプタクルセクションに対して移動しな
いようになっている、項目９に記載のレセプタクルセクション。
［項目１１］
　前記弾性部材が、該弾性部材から前記チャネルに向かって突出する内方突出部分を備え
、前記内方突出部分が、使用時に前記チャネルに収容された前記活性化可能要素と接して
、使用時に前記チャネルに収容された前記活性化可能な香料要素を活性化するために前記
力を加えるためのものである、項目９又は１０に記載のレセプタクルセクション。
［項目１２］
　前記弾性部材が、前記弾性部材から、前記チャネルから離れる方向に突出する外方突出
部分を備え、前記外方突出部分が、当該レセプタクルセクションの操作要素と接するため
のものである、項目９～１１のいずれか一項に記載のレセプタクルセクション。
［項目１３］
　当該レセプタクルセクションは、前記少なくとも一つの弾性部材及び前記活性化可能要
素が収容されるハウジングを備え、
　前記操作要素が、前記ハウジングに摺動可能に取り付けられて、当該レセプタクルセク
ションの長手方向軸線と実質的に平行に前記ハウジングに対する前記操作要素の摺動を可
能とし、
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　前記操作要素は、前記操作要素が前記弾性部材の前記外方突出部分から比較的離れた位
置に配置される第１の操作要素位置と、前記操作要素が前記弾性部材の前記外方突出部分
の方に比較的近い位置に配置される第２の操作要素位置との間で摺動するよう使用者によ
って操作可能であり、
　前記第１の操作要素位置から前記第２の操作要素位置への前記操作要素の摺動によって
、前記弾性部材が前記第１の位置から前記第２の位置に湾曲されて、使用時に前記チャネ
ルに収容された前記活性化可能要素を活性化するために前記力が加えられる、項目１２に
記載のレセプタクルセクション。
［項目１４］
　前記操作要素が、前記操作要素から前記弾性部材の方に突出する内方突出部分を備え、
前記操作要素が前記第２の操作要素位置にある場合に、前記操作要素の前記内方突出部分
が前記弾性部材の前記外方突出部分と長手方向において整列される、項目１３に記載のレ
セプタクルセクション。
［項目１５］
　当該レセプタクルセクションは、前記少なくとも一つの弾性部材が収容されており且つ
前記活性化可能要素が収容可能であるハウジングを備え、
　当該レセプタクルセクションは操作要素を備え、前記操作要素が、前記ハウジングに回
転可能に取り付けられて、当該レセプタクルセクションの長手方向軸線を中心にして前記
ハウジングに対して前記操作要素の回転を可能とし、前記操作要素が、第１の内径寸法部
と、より小さな第２の内径寸法部とを画定し、前記操作要素が、前記第１の内径寸法部が
前記弾性部材と回転方向において整列される第１の操作要素位置と、前記第２の内径寸法
部が前記弾性部材と回転方向において整列される第２の操作要素位置との間で回転するよ
う使用者により操作可能であり、前記第１の操作要素位置から前記第２の操作要素位置へ
の前記操作要素の回転によって、前記弾性部材が前記第１の位置から前記第２の位置に湾
曲されて、使用時に前記チャネルに収容された前記活性化可能要素を活性化するために前
記力が加えられる、項目９～１１のいずれか一項に記載のレセプタクルセクション。
［項目１６］
　前記操作要素の内径寸法が、前記第１の内径寸法部から前記第２の内径寸法部へと徐々
に変化している、項目１５に記載のレセプタクルセクション。
［項目１７］
　当該レセプタクルセクションは弾性外側部分を備え、前記弾性外側部分が、前記弾性部
材を前記第１の位置に付勢するように前記弾性部材に接続される、項目９～１１のいずれ
か一項に記載のレセプタクルセクション。
［項目１８］
　当該レセプタクルセクションは少なくとも二つの前記弾性部材を備え、第１の前記弾性
部材が、第２の前記弾性部材に対して前記チャネルの反対側に配置されている、項目９～
１７のいずれか一項に記載のレセプタクルセクション。
［項目１９］
　前記活性化可能要素が当該レセプタクルセクション内に取り付けられている、項目１～
１８のいずれか一項に記載のレセプタクルセクション。
［項目２０］
　前記活性化可能要素が、前記エアロゾルの前記特性を変えるための物質を含み、前記力
が、前記物質を露出させ、前記エアロゾルの流れの前記特性を変化させる、項目１９に記
載のレセプタクルセクション。
［項目２１］
　前記活性化可能要素が、内部に前記物質を包含する易壊性カプセルを含み、前記力が前
記易壊性カプセルを壊して前記物質を露出させる、項目２０に記載のレセプタクルセクシ
ョン。
［項目２２］
　前記易壊性カプセルが担持材料内にて保持され、前記物質が液体及び／又はゲルであり
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放出させる、項目２１に記載のレセプタクルセクション。
［項目２３］
　前記特性が、前記エアロゾルの官能特性、前記エアロゾルの香味及び前記エアロゾルの
ＰＨのうちの一つ以上である、項目１～２２のいずれか一項に記載のレセプタクルセクシ
ョン。
［項目２４］
　当該レセプタクルセクションは、当該レセプタクルセクションを前記エアロゾル供給物
品に取外し可能に接続するための接続要素を備える、項目１～２３のいずれか一項に記載
のレセプタクルセクション。
［項目２５］
　使用時にエアロゾルの流れを生成するためのエアロゾル供給物品のためのマウスピース
であって、項目１～２４のいずれか一項に記載のレセプタクルセクションを備える、マウ
スピース。
［項目２６］
　使用時にエアロゾルの流れを生成するためのエアロゾル供給物品であって、項目１～２
４のいずれか一項に記載のレセプタクルセクション及び／又は項目２５に記載のマウスピ
ースを備える、エアロゾル供給物品。
［項目２７］
　液体又は材料を保持するための保持器と、
　使用時に前記エアロゾルの流れを生成するために前記保持器に保持された液体を揮発さ
せるためのヒータ、又は使用時に前記エアロゾルの流れを生成するために前記材料を燃焼
させずに加熱するためのヒータと
を備える、項目２６に記載のエアロゾル供給物品。

【図１】 【図２】
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